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中央アジアのテユメンなる地域区分について

川　本正知

は　じ　め　に

　申央アジアにおいて，mシアの征服による新たな行政区分が行われる20世紀のはじめま

でトゥーマーンta　nanと呼ばれる地域医分がおこなわれていた。トゥーマーンは1万を意

味するモンゴル語テユメン£9manがペルシア語にはいったものであることは疑いない1）。

しかしこの地域区分の意味はあきらかではない。1万とはとはいったい何の数を示すものな

のだろうか。またいっから使われるようになった区分なのだろうか。本稿では中央アジアに

おけるテユメンの実態をティムール朝期の文献によって明らかにし，次にモンゴル帝国時代

の，その淵源，当初の意味を探っていきたいと思う。

1　中央アジアのテユメンの実態とその起源

　1　19世紀のサマルカンド・オアシスと17世紀のブハラ・オアシス

　1835・一・6年に書かれたサマルカンドの地誌・聖者廟案内にはサマルカンド市の郊外を次の

ように説明している。

　　　サマルカンドの領域は，北，東，南の境界は高い山である。西方だけが開いている。コーバク

　　川と呼ばれているザラフシャン川がこの地方（wil訂at）の領域の真ん申を通り，2つに分けてい

　　る。南半分は全て澗と平原で南の山に達している。北半分は河の水が行き渡り，水が豊富な地域

　　である（darya’　l　ast　wa　abi　uftade）。

　　　サマルカンド市の城塞（qal‘a－yi　shahτ）は絹の南にある。市の外側の地は車に対して2つに分

　　けられる。サマルカンド市の西側をアンハール・トゥーマーンtttman－i　Anharという。サマルカ

1）　カーシュガリーの『トルコ語辞典』［Dankoff＆Kelly　1982＝1306，　H　204］によれば，トル

　コ語でtUraan　ls「多いこと」「多数」を表す。トルコ語には千をあらすmin＞bin以上の十進法

　の単位数をあらわすことばがなかったのだが，この言葉がモンゴル語にはいって万をあらわす
　tUmanとして使われ，モンゴル帝翻時代に帝国治下のペルシア語，トルコ語にはいり，一般的に
　は「一万人からなる軍団」，「かつては一万ディーナールをしあしていた貨幣単位トーマン（現在

　1Oリヤル）」という意味で使われている。中央アジアでの地域区分の意味を含めた以上の3っの
　意味をバルトリドはあげている［Barthold　19正3－38］。なお現在，ウズベキスタン共和国の正2の

　州（06πaerb）はそれぞれ8～16の行政区に分けられているが，この「区」pathOHのウズベク語
　がトゥマンTyMa瀦である。
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　　ンド市の粟側をシャウダール・トゥーマーンtGman・i　Shawdarという。

　　　川の北側の地は二つの部分からなり，一つは水が豊富な土地であり，二番目は平原である。

　　　水が豊富な部分は全てコーバク川に接しており，（東西）工っに分けられ，東半分をソグド・カ

　　ラーン・トゥーマーンtaman－i　Sughd－Kalanと言い，西半分をアーファV一ン・ケント・トゥー

　　マーンtUman－i　Afarln　Kintと呼んでいる。

　　　同じく，また平原の部分はカーブド・トゥーマーンtaman－i　Kabudと呼ばれ，この平原の部分

　　は全て北の山に接している。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［Samariyya：25－6］

　このうち，カーブド・テユメンは，「アり一・アバード‘Ali　Abadの場所は，シーラー

ズ。トゥーマーンtaman－i　Sh1razに属し，それはまたカーブド・トゥーマーンともよばれ

ている」とあり［Samariyya：116］，二つの名称を持つテユメンであった2）。

　19世紀，サマルカンド地方（wilayat）が少なくとも5のテユメンに区分されていたこと

が分かる3）。

　17世紀の前半に書かれた，浩灘な歴吏書ilパフル・アルアスラール』［BA］の残存する

一部の中には地理の部分が含まれており，そのブハラの項には次のようにある。

　　　昔，専門家たち？（arbab－i‘amlat）は，この地域（加面d）の従属地・付属地をIOのトゥー

　　マーンにわけた。

　　　第1番目は，ハルカーン。ルード。トゥーマーンtaman－i　Kharqan一煎d。今日ではグジュドゥ

　　ヴァーン・トゥーマーンtOma垣Ghujduwanとして知られる。

　　　第2番目は，カーマートKamat。現在ではワーブカン・トゥーマーンtUman－i　wabkanとし

　　て知られる。

　　　第3番呂は，ターラーブTarab。（現在では）アーフーギールAhagir。

　　　第4番目は，ルード・シャフルROd　Shahr。パーイェ・ルードPay－i　R直dとも呼んでいる。

　　　第5番目は，　カーム・アブー・ムスリムKam　Abむ　Muslim。　現在ではプール・ガージィー

　　BOr　Ghaziとして知られる。

　　　第6番目は，シャーフル・カームShafur　Kam。キシュラク・カラーンQish圭aq　Kalanと呼ん

　　でいる。

　　　第7番目は，サームジャンSamjan。ラーミティーンRamitinと言っている。

2）　ティムールはサマルカンドがイスラム世界の中心であることを誇示するためサマルカンド周辺
　の寸々にイスラム世界の大都布の名をつけたが，その一つがこのシーラーズ。アラブ侵入以前，

　サマルカンドを構成したザラフシャン川以北6州の一つBuzmajanの主邑Barkathまたは
　Abarkathの地に建設された。バールカトはイスラム地理書によれば，サマルカンドからシル・
　ダリヤ川への道上，サマルカンドから4ファルサフ（約24km）の堰であったという。
　　カーブドは，やはり6州の一つサマルカンドから2ファルサフのKabUdhanjakathと関係が
　あるとされる。バルトリドの述べる「カーブドの村，すなわち今臼のBesh－arikjというベ
　シュ。アリクは確認できなかった。
　　また，後述する『バーブル・ナーマ』には「シーラーズとカーブドの近郊に来た」［BN．聞野：1

　90，璽107］という表現があり，相近接する地であった。以上，Barthold正928：94より。

3）ナウ・カンド・トゥーマーンtUman－i　Naukandという名称がでてくるが〔Samariyya：l12」，
　ここ以外にはテユメンとしてはでてこないので，テユメンであったかどうかは保留しておく。
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　　　第8番目は，スルターン・アーバードSul舞n　Abad。

　　　第9番目は，フドゥファルFudfar？。（現在では）ザンダニーZandanlと名づけている。

　　　ee　IO番目は，ハイル・アーバードKhayr　Abad。　　［BA：pyK．　ll．1446，　nepeBo瓜22－23］

　ブハラ・オアシスは1◎のテユメンに分けられ，それらは，おおむね現在の大きな村の名

と一致している。また，その記述からすればBAの著者はその起源を知らなかったように思

われる。

　2　中央アジアの地域区分としてのテユメンのもっとも早い例

　シャーミーのティムール伝『ザファル・ナーマ』のには，762／1360－61年にモグーリス

タンからマー・ワラー・アンナフルに攻め入ったチャガタイ・ハーンのトゥグルク・ティ

ムール・ハーンは，その下へ伺候したティムールに対して，「シャフリサブズ・トゥーマー

ンtUman－i・Shahrisabzとその付属地からなる彼（ティムール）の偉大なる先祖の地方（wil－

ayat）に彼を任命し，帝王はその服従に対して彼を賞賛した」とある［Shami：1，16］。ま

た，翌年再び侵入したトゥグルク・ティムール・ハーンは再び「ケシュ地方のトゥーマーン

tUmafi－i　wilayat　Kishを彼（ティムール）にゆだねよとの命令を下し，1万の人々が彼

（ティムール）の支配と保護の責任下に入った」とある［Shami：1，18］。

　先の例の「地方」がケシュをさし，後の例のテユメンがシャフリサブズ・テユメンをさす

ことは疑いなく，シャーミーはテユメンとは「1万人の入寺が含まれている特定の地域」ま

たは「特定の地域に含まれる1万の人々」と考えていたことが分かる。またハーフィズ・ア

ブルーは762年の記述の「彼の偉大なる先祖の」テユメンを「バルラス部族の先祖伝来の相

続財産（mirath）であるシャフリサブズ・トゥーマーン」といいかえ［Shami：■，13］，

ティムールが属するバルラス部族とこのテユメンとの一回な関係を示唆している5）。後に述

4）　1404年にティムール窪暑に献呈されたシャーミーによる郵ザファル。ナーマ』は，もっとも信

　頼のおけるティムール伝として知られ，特に霞承の史料によって書かれたであろうといわれる
　ティムール朝成立（1370年）前後の部分は多くの後世の歴史家たちがこれたよる。シャーミーの

　生涯およびその著作については，Woods　1987：85－89参照。

5）校訂者タウエルはこの3例のテユメンを「遠征に1万人の兵士を出すことができる地域」とし
　［Sha斑i』，270］，1万の意味は後述するイブン・アラブシャーの説明によっている。

　　ヤズディーの『ザファル。ナーマ』はシャーミーに依った2次的な史料であるが，先の例を
　「アミール・カラチャルのトゥーマーンとケシュ地方とその賛属地」£Yazdi：1，36］，後の例を

　「ケシュ地方と相続財産のトゥーマーンおよびその付属地の支配」［Yazdi：1，45］と書き換えて

　いる。明らかにシャフリサブズ・テユメンをジンギス・ハーンによって第2子チャガタイに与え
　られたとされるカラチャル・ノヤンの万人隊（実際は千人隊）すなわちチャガタイ・ハーン国の
　バルラス部族集団およびその軍団そのものであると誤認している。

　　MaRZ　1989：46，48はヤズディーの誤解を踏襲し，ティムールが　「ケシュ地方とバルラス・

　テユメン」の支配権を得たとのべ，加藤；97G：130もヤズディーと同じ解釈をとり，シャーミー
　の述べるテユメンは地域鼠分をあらわすものではないとしている。

　　ヤズディーおよび彼のfザファル・ナーマ』がシャーミーのそれによった2次的文献であるこ
　とについてはWoods　1987：99－105参照。カラチャル・ノヤンおよびバルラス部族とティムール
　の関係，ヤズディーがジンギス・ハーンー族，特にチャガタイ・ハーン家とカラチャル・ノヤン

　以下のバルラス部族のアミールたちとの関係を特に強調することについては間野1976：114一正20
　参照。
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べるようにバルトリドはバルラス部族のアミールがこのテユメンをえたのはケペク・ハーン

の時代と考えており，その可能牲はあるが明証はされていない。また，これ以降ティムール

はしばしばケシュ地方に帰り，徴発を行っているが，その対象がこのテユメンであったこと

は間違いない。

　3　15世紀初の地域区分としてのテユメン

　イブン・アラブシャーIbn　‘Arabshah　（1392－1450）　はダマスクスにおいて生まれ，

803／1400－Ol年すなわちティムールがダマスクスを征服し，多くの住民を連れ表つた時に，

家族とともにサマルカンドに連れて行かれた。1422年ダマスクスに帰るまでのティムール

朝治下の中央アジアでの体験をもとにティムールに関する辛辣な評伝『ティムールの歴史に

おける運命の不思議』を書いた。この中にはじめて地域区分としてのテユメンの存在が明確

に述べられている。

　　　サマルカンドとその諸地方は7のトゥーマーンtitmanatからなっている。アンディジャン

　　Andikanとその諸地方（jihat－ha）は9のトゥーマーンである。トゥーマーンとは1万人の兵

　　（muqatila）が出るところのものを意味する。　　　　　　　　　　　　　　Bbn　Arabshah：63］

　サマルカンドの後に，なぜフェルガナのアンディジャンが出てくるのかよく分からないが，

それによれば，15世紀のはじめ，それぞれ7，9のテユメンが存在し，テユメンは1万人

の兵を出すところのものの単位であるという。

　アンディジャンの9テユメンは確認できなかったが，サマルカンドの7テユメンは同時代

のノx一フィズ。アブルーHafil－i　AbrU（d．1430）の一般に『ハーフィズ・アブルーの地理

書』ルgん頑ッδ4三三孟δ勉として知られる著作のなかにみられる6）。この著作は重要性が

指摘されながらも未だにその一部しか校訂がなされていない。幸いなことにマー・ワラー・

アンナフルについての記述を含む唯一の写本　［Ms．　Bodleian　Library　（Oxford），　no．

Fraser　155］から，バルトリドがその部分の校訂，翻訳を彼のハーフィズ・アブルーについ

ての研究のなかで行っている。サマルカンドの市街の記述の後にハーフィズ・アブルーは以

下のように述べている。

　　　サマルカンドのトゥーマーンの記述

　　　シャウダールはサマルカンドの南にある。健康によい空気を持つ。人々は頑強で元気である。

　　この地域（nabiyat）の長さは1Oファルサングである。ここの人々は駄獣をもっている。

6）　「817／1畷4年，彼はシャールフの求めに応じて，Masalikα1－mαmdlik　wa一＄uωar　al－aqalimと

　いう古いアラビア語の地理轡を，たぶんa玉一Balkhiによるそれの縮届lj版であったのであろうが，

　翻訳し補完することにとりかかった。この未完成の，名称の付けられていない著作において，彼．

　は自分自身の歴史家としての関心を押さえることはできず，その中に，特にファールス，ケル

　マーン，ホラサーンの歴史についての広範な歴史的な記事を含ませている」［Tauer　1965］。

　　これに対して，クラプルスキーは多くの写本にみられる窺短肋イ砺が多Abntがその著作名で

　あるとし，自らの校訂本にはそう名づけている〔Hafiz　Abru：Intro．29－30］。
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　　　ウラテペUratipah。

　　　イシュティハンIshtikhan。書われるところによれば，ヌールもまたイシュティハンに入れら

　　れている「）。

　　　ヤールカ5Yarkat。そのトゥーマーンの水の多くは票からである。そこでは種子はマン（重量

　　単位）でもって幡種される（dar　ghalla　bi－man　karand？）。マー・ワラー。アンナフルの他の場

　　所に比べれば牧場が少ない8）。

　　　ヤール・ヤイラクYar－YayraqとMutafarriqa（？）とディザクDizaq（？）とシーラーズ

　　Shirazは一つのトゥーマーンに華墨する。

　　　アンハール。大アミール・サーヘブ・キラーン陛下の創った新しいトゥーマーンである。

　　　ソグド。サマルカンドのソグドの快適さ美しさの評判は多言を要しない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［Barthold　1897：　86　一　89］

　地名をどのように読むか不明確なところがある。特にヤール・ヤイラク。テユメンとバル

トリドがみなしている5番目のテユメンが問題である。すでに見たように後世の文献には

シーラーズ・テユメンという名称が出てくる。ウラテペというテユメン，ディザクの読みが

正しければ，シルダリヤ川流域の方面にもサマルカンドのテユメンがのびていたということ

になろうが確証されない◎また，ティムールによって創設されたアンハール・テユメンが

「新しいトゥーマーン」とされていることは，これらのテユメンという地域区分が14世紀以

前のものであることを表している。

　次に15世紀末から16世紀にかけての，すなわちティムール朝末期の資料からもう少し実

在したテユメンの名前を抽出し，その実態を探ってみよう。

　4　『バーブル・ナーマ護の地域・行政区分としてのテユメン

　ザヒール・アッディーン・ムハンマド・バーブル（1483－1530）は，フェルガナのティ

ムール朝君主として即位したが（1494年），ウズベグのシャイバー今一。ハーンよるマー。

ワラー・アンナフルのティムール朝の滅亡（1500年）後，カーブルに逃れ（1504年），ここ

を基地にマー・ワラー・アンナフルの支配をうかがい続けた。王511　一　12年にはサファ

ヴィー朝の援助により再びマー・ワラー・アンナフル征服を果たしたが，ウズベク軍の巻き

返しにより再びカーブルに引き返した。この後，6度目のインド遠征において，1526年の

パーニーバトの戦いでロディ一朝軍を打ち破り，ムガール朝と呼ばれるインドの王朝国家と

しての新しいティムール朝を建てた。このバーブルの回想録が『バーブル・ナーマ』であ

7）　サマルカンドの北西，カッタ・クルガンから東に現在のザラフシャン州を越えたところに同名

　の村が存在する。この地名についてはBarthold　l928：95－96に考察がある。

8）バルFリドによればヤールカトはシルダリヤ絹流域に属するウシュルーサナ地方とサマルカン

　ド地方との境界の小都布であった［Barthold　1928：92，　94］◎
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る9）。

　以上のような経歴からバーブルの記述にはマー・ワラー・アンナフル，現在のアフガニス

タン，パキスタン，インド北部についての詳細な記録を含んでいる。その中でも特にユニー

クなのは，カーブルの14のテユメンについての記録である。その記述をはじめるにあたっ

て，彼は次のような注目すべき地域区分の説明をしている。

　　　ここの諸地方には，14のテユメンがある。サマルカンド，ブハーラーおよびこの近辺では，一

　　っの大きな地方（wilayat）の治下にある小さな地方の事をテユメンと呼んでいる。アンディ

　　ジャーン，カーシュガルおよびその近辺ではこれをオルチンOrchinと呼び，ヒンドゥスターンで

　　はパルガナparganaと呼んでいるEe）。　　　　　　　　　　　　　［BN．浮野：1203－4，膿206］

　オルチン，パルガナ，そのほか「区域jと訳されてテユメンとならんで出てくるボルーク

bulak（「部分」「一部」「～群」を意味するトルコ語b61ttk）についてはここでは論じな

いll）。テユメンについて，バーブルのあげているマー・ワラーアンナフルとカーブル周辺地

域に分けてそめ実態を見よう。

　マー・ワラー・アンナフル

　サマルカンドについての説明の後次のように述べる。

　　　　よい地方とテユメンがある。

　　　　サマルカンドに匹激する大きな地方はブハーラーである。サマルカンドの西方，25ユガチの

　　　道のりである。ブハーラーにもいくつかのテユメンがある。すばらしい市街がある。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［BN．間野：互74，　m　91］

　　　　よいテユメンがある。その1っはソグド・テユメンと，ソグドに近接した諸テユメンである。

　　　先端はヤール・ヤイラクで三三がブハーラーである。1ユガチも行って村とか人居のないとこ

9）間野英二による校訂テキスト［BN．闘野；1］，トルコ語項目索引・全単語索引［BN．間野：H3，

　H本語訳注［BN。間野：1則が畠版され，その校訂，翻訳の群を抜いた質の高さにより，我々に
　その利用がはなはだ便利になった。本稿は全面的にそれに拠る。

王O）すでにバルトリドが中央アジアの地域区分を論じた際に引き合いに出している重要なこの部

　分が［Barthold王918：8－9］，ベヴェリッジの翻訳に抜けているのは驚くべき事である［BN．

　Beveridge：207］0

11）バーブルは確かにフェルガナのオシュの北のラバーティ・サルハング。オルチンRabat－i
　Sarhang　Orchin　［BN．嬉野：199，1G1，顯115－16］，　ホーカーン・オルチンKh負qan　Orchin

　［BN．間野：137，155，照52，163］，ラバータク。オルチンRabatak　Orchin〔BN．間野：179，96，

　lG5，濫97，112，120］，アライルク・オルチンAlailuq　Orchin［BN．間野：l155，皿163］の4っ

　のフェルガナのオルチンの存在を伝えている。バーブルはフェルガナの君主であったのでその記

　録は信頼できる。そうするとすでに見たイブン・アラブシャーのアンヂィジャンの9テユメンの
　記述がやや疑わしくなる。

　　また，やはりフェルガナのイスファラについて，「イスファラ地方（lsfara　wilayati）は山の麓

　の4っの区域（bulitk）からなっている。［BN．闘野：17，1藍16］」と述べる。先に見たハーフィ

　ズ・アブルーの『地理書』では，ヘラート，ニシャフe一一ル，バイハク，トゥース，アビーヴァル

　ド，ニサーなどのホラサーンの多くのオアシスはそれぞれ名称を持ったボルークとして記述され

　ている［簸afiz　Abru：111－117］。

　　これらの二二区分の名称の関係を整合的に説明することは現時点では困難である。
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　　　ろはない。ティムール・ベグが「儂には長さ30ユガチにもおよぶ王っの庭園がある」と云った

　　　事がよく知られているが，この諸テユメンのことを述べたものである。

　　　　次はシャウダール・テユメンである。〔サマルカンドの〕市街地・居住区に近接している。ま

　　　ことによいテユメンである。一方は，サマルカンドとシャブリ・サブズの間の山である。その

　　　珊々はほとんどこの山の麓にある。もう～方はコーバク川である。自然環境がよく，まことに

　　　心地よい所で，水も豊富で珍晶も安い。まことにすばらしいテユメンである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔BN．畑野：175，皿93］

　ここにヤール・ヤイラクからソグド・テユメンを経てブハラにおよぶザラフシャン川に

沿った諸テユメンの存在とシャウダール・テユメンの位置が述べられている。またハーフィ

ズ・アブルーのやや曖昧な表現を考慮せずとも，ヤール・ヤイラクをiっのテユメンと考え

てもよさそうである。

　また，バーブルは次のような表現をしている。

　　　ヤール・ヤイラクのダルが駐在地（daragha－nishin）であるサングザール城

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［BN．間野：183，膿101］

　　　シャウダール・テユメンのダルが駐在地であるラバーティ・ホージャ城

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［BN．三野：188，1皿106］

　ダルガは，13－14世紀にモンゴルが征服・支配した地域においてさまざまな種類，レベ

ルの人間集団の上においた監督・徴発のための「軍政官民官」である12）。バーブルも同様な

意味で使っているが，ダルが駐在地はテユメンに対してのみ使われている表現である。

　カーブル属辺

　カーブル東方の今日のナンガルハル地方からチトラル方面にかけての山岳地帯ラグマーン，

コナラ地方に，ラムガーンの諸テユメンLamghan　tgmaR－1tiri，ラムガーナートLamgh－

anatとして5のチュメンと2っのボルークがあげられている。名称のわかる13テユメンの

残りの8チュメンもBN．間野：1且の訳注によりそれらの位置がほぼ完全に比定されているの

で名前だけを挙げよう［BN．聞野：1204－217，遷207－221］。

　ラムガーナート

　　（1）ニーグナハールNignahar　　（2）アリーシャング‘Alishang

　　（3）アリンガールAlingar　　　　（4）マンドラーワルMandrawar

12）　ダルガが，モンゴルが～蒔的にでも支配したほとんどの地域の言語史料にのこる語であり，モ

　ンゴル語daru一「押さえる」から派生し，同じ意味のトルコ語動詞bas一からのトルコ語basqaq
　と同義語であること，ペルシア語の文献においてはshahnaとしばしば置き換えられていること，

　中国語の資料にだけはなぜかダルガチ「達四花赤」とされることはDoerfer　1963：3正9－23参照。

　　～例だけ上げておこう。

　　1261黛のクビライ・ハーンのヤルリグのモンゴル語碑文とその漢文碑文の硬究によれば，その

　申のモンゴル語balaγad－un　siltegedUn　darγas，漢文「城子裏三子裏達魯花赤」は，「諸城の・

　諸集落のダルかたち」と訳されている［中村・松川1993：34，38，39，72］。この場合の城はもちろ

　ん城郭都市である。
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　　（5）クナルKunarとヌール・ガルNUr－gar

　カー一H一ブルの北（ヒンドゥークシ山脈南側）

　　（6）ニジュラーウNijraw（パルワーン地方）　　（7）パンジュヒールPanjhir

　　（8）ゴールバンドGhOrband（パルワーン地方）

　カーブルの南

　　（9）ラフーガルLahggar（ラウガル地方）　（10）ガズニー

　　（11）ズルマトZurmat（ガズニーの東）　　（12）ファルマルFarmal（ズルマトの南）

　　（13）バンガシュBangash（ズルマトの東）

　ここにおいても，ダルガの駐在地と言う表現が見られる。

　　　←一グナハールの）ダルガの駐在地は，アーディーナプルAdina－pOrである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［BN．間野：1204，膿207］

　　　（ズルマトには）8っの村がある。ダルガの駐在地はギャルディーズである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［BN．間野：1215，匿219］

　さらに，カーブル周辺のテユメンがティムール朝王族やベグたちに与えられ記録がある。

　1504年9月のカーブル征服の数日後「私はカーブル地方を王子たちや客人のべグたちに．

分与した。ガズニーをその属地・属領と共に，（弟の）ジャハンギール・ミールザーに与え

た。ニーグナハール・テユメンとマンドラーワル，ダッライ・ヌール（ラムガーンのボルー

クの1っ），クナルとヌール・ガール，チャガン・サラーイ（ラムガーンのボルークの1っ）

を（弟の）ナーシィル。ミールザーに与えた」［BN．間野：1223，蚕226］。

　912年（1506－7年）のカーブルにおけるモグールの反乱において反乱者に荷担していた

スルターン・サンジャル・バルラースは「私が目をかけ，一一グナハール・テユメンを賜与

していた人物であった」［BN．間野：1312，　B　314］。

　後に画一シュガルのハーンとなるスルターン。サイード・ハーンに「ラムガーンの諸テユ

メンのうちのマンドラーワル・テユメンを与えた」［BN．聞野：1313，斑316］。

　913年（1507－8年）の記録として「私はガズニーを（弟の）ナーシィル・ミールザーに

恵与した。（バーブルが征服する以前カーブルを支配していたティムール朝君主ウルグ・ベ

グの息子）アブド。アッラッザーク。ミールザにはニーグナハール・テユメン，マンドラー

ワル，ダッライ。ヌール（ラムガーンのボルークの1っ），クナルとヌール・ガルを与えた」

とある［BN．間野：1337，瓢339］。

　「ニーグナハール・テ三メンのハーキム」［BN．間野：1397，　k．398］というのもこれと

関係あるかもしれない。

　以上，マー・ワラー・アンナフルとカーブル周辺，遠く離れたこの二つの地域のテユメン

には共通にもともとダルガがおかれていたらしいこと，カーブルのテユメンは賜与の単位と

して捉えられていたことをみた。またしばしばテユメンの説明に税の多寡が書かれ，バーブ

ル自身の遠征も含めて軍による微発がテユメンに対してなされていた。
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　5　『サマルカンド文書集遇のテユメンとヘザーレ

　ナクシュバンディー教団のシャイフ，ホージャ・アフラール（1404　一　1490）の所有した膨

大な農耕地，動産・不動産に関する文書の集成が『サマルカンド文書集』［SD］としてチェ

ホビチによって翻訳・訳注を付された出版されている13）。主に15世紀後半のワクフ文書の

なかの農耕地の位置を示す地域区分としてテユメンが使われている。チェホビチの詳細な注

によりそれぞれのテユメンに属する多くの地名や村名，それらの位置を確定することができ

るが，その作業を省略し，名称だけあげよう。

　サマルカンド

　　アンハール，　シャウダール，　ソグド・カラーン，　イシュティハン，　アリー。アバード

　　taman－i‘Ali　Abad［SD：317］，ニーム・ソグダtaman－i　Nim　Sughda［SD：74，91，

　　96，118，243］，　シャードゥマーンtBman－i　Shadman〔SD：123］，　クーチェ。マリク

　　taman－i　Kucha　Malik　［SD　：　320］　E4）．

　ブハラ

　　カーム・アブー・ムスリムtitmaR－i　Kam　AbU　Muslim［SD．126，137，151，153，169］　i5）。

　タシュケント

　　アク。フラードtgman－i　Aq　Fulad［SD：330，331］，モガーラークtgman－i　Mughalak

　　［SD：243，249，330，331］，「シャーシュ地方のト’ウーマーン」tOman－l　wilayat－i　Shash

　　［SD：　241］e

その他

　　シャフルヒヤtUman－l　Shahrukhiyya［SD：241］，ナサフ臓man4　Nasaf［SD：244］。

　ナサフのテユメンはこれ以外la　wilayat－i　Nasafとして出てくるので，疑わしいが，　タ

シュケン5，その南のシル・ダリヤ川に臨むシャフルヒヤにも15世紀末にはテユメンが存

13）文書集の紹介は，間野1983：45－51。その中のワクフ文書については，川本1989a；1989　bに
　おいてその内容を見ることができる。また，その中の不動産登記文書とミルクと呼ばれる私有財
　産の概念については川本199王a；1991　bにおいて論じている。

14）チェホビチの注〔SD：406］によれば，アリー・アバードはソグド・カラーン・テユメンに属し

　ていたが，その北側がティムール朝末期にテユメンになったものという。Samariyyaのシーラー
　ズまたはカーブド・テユメンである。ニーム・ソグダは後のソグド・ホルド（ノ」、ソグド）　・テユ

　メンまたはSamariyyaのアーファリーン・ケント・テユメンである　［SD：385］。　アーファリ

　ン。ケントには「王7世紀においても，ハーキムまたはべグがおかれていた」とバルトリドはのべ
　『る　［Bartho玉d　l928：96］o

　　シャードマーン，クーチェ・マリク両テユメンの位置についての注［SD：395，403］はよく分か

　らないが，サマルカンドから西南カルシーに至る方面に求められるように思う。

15）「ブハラ地方のカーム・アブー・ムスリム・テユメンに属するタヴァーヴィースという土地
　（mawdiLi　Tawawis）」〔SD：126－7］にブハラにおけるホージャ・アフラ一喝ル所有の農耕地は

　集中しており，従ってブハラのテユメンはこれしか現れない。これ以外に，後の文書からブハラ
　のテユメンとして，サームジャン　［BD；26－28］，カーマート　［BD：39］，パーイェ・ルード

　［BD：4正一42］，ハイル・アバード［BD：42］，ルード・シャフル［BD：44］を確認することがで

　きる。これら以外の4っのテユメンは文書では確認しておらず，また筆者が15世紀以前の存在を
　確認しているブハラのテユメンはカーム・アブー・ムスリムだけである。なお，タヴァーヴィー

　スについてはBarth◎ld　1928：98－99参照。
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在した。

　さて，チェホビチはテユメンの下位区分としてヘザーレhazaraという区分があり，それ

がこの文書のなかに現れていると言う。ヘザーレは，ペルシア語の千を意味するhazarに

一一 ﾜとまりの概念を示すha（一e）がつけられたもので，一一般にはテユメンと同様に「千入

からなる軍隊」をしめす。地域区分としての意味で使われた例は他の地域では知られていな

い。

　　　（3片の土地は）マチャーク（読みは不明）という場所（mawdiLi　MChAQ）にある。そこはイ

　　シュティハン。チュメンに属し，シャーハーブ・ヘザーレhazara－yi　Siyahabに属する。〔SD：56］

　　　この村（qarya）はサマルカンド地方（na無yah）のヌーカー・ヘザーレhazara－yi　NUqaにあ

　　る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［SD：109］

　　　（あるワクフ物件は）シャウダール・ヘザーレジャート・テユメンtOman4　hazarajat－yi

　　Shawdarに属し，サーイ・ヘザーレhazara－yi　Sayに属する。　　　　　　　　　　［SD：114］

　ヌーカーは同じ1489年のワクフ文書に運河の名として，またカサバqasabaの名として

でる［SD：110，111］。特に醜聞されるのが，シャウダール・テユメンがhazarajat（ヘザー

レの複数形）「諸ヘザーレ」とされていることである。

　今のところわれわれの持つ事例はこの3つだけなのであるが，チェホビチはその存在の根

拠として18世紀末に書かれた『マジュマ・アルアルカーム』［MA］の記述をあげている。

瑚の写本のファクシミリ・テキストが出版されているのでその部分を訳してみよう。

　　　ブハラは以下のようになっている。王領地（mamlakat）には，イスラムの帝王は高い位をも

　　っ高持の一人を八一キムとしてにその一一部に任命している。そのハーキムおよびその軍の必要経

　　費（ma　yakfi）はまさにそのハーキムの（任命された）王領地からえられ，そういった王領地を

　　ヴィラーヤトwilayatと言う。もし，川からの運河の水が，1G万タナーブ㌻anabの土地に至って

　　いるならば，その土地をトゥーマーンと書う。もし，運河が分かれて，その運河の水が5万タ

　　ナーブの土地にi至るならば，その灌野地をヘザーレhazaraと言う。なぜならば，50タナーブか

　　ら1兵士（yak　ghazi）の必要経費が得られるからである。また，もしも運河が分かれて，水が2

　　万5千タナーブの土地に至るならば，その土地を半ヘザーレ（niτn　hazara）と言う。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［MA1　rrepeBon　35　一　36，　TeKcT　26　一　27］

　すなわち，テユメンやヘザーレは，特定の広さの灌灘された土地を耕作する住民から徴収

されるそれらの数（1万，1千）の軍の維持費と関係し，ある灌概された土地の広さが2万

5千タナーブ（約6，250ペクタール）と測定されたならば，それは半ヘザーレと評価され，

5万タナーブ（約12，500ヘクタール）である土地はヘザーレ，IO万タナーブ（約25，000ヘ

クタール）の土地はテユメンとされたというのである［SD：380，381］i6）。しかし，このブハ

16）中央アジアにおける面積の単位としてのタナーブ，

　参照。

ジャリーブjaribについてはSD；38正n．22
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ラ・ハーン国の財務官僚のために書かれた手引き書の記述は，テユメンと王領地の支配との

関係が明瞭ではなく，既存のテユメン，ヘザーレの面積の一応の目安を述べただけのものの

ように思われる。また，明らかにテユメンとヘザーレの対応関係も不整合である。

　18世紀に万，干と言う軍隊の数とその維持とに関係づけられた農耕地の面積をしめす

テユメン，ヘザーレの概念が存在したことは地域区分としてのテユメンの下位の単位として

のヘザーレの存在の傍証にはなろう。しかし，15世紀の文書にわずかに残るヘザーレおよ

びヘザーレジャートと雷う言葉と関係あるかどうかは不明である。

　6　中央アジアにおけるテユメンの起源

　14世紀半ばにはケシュに，15世紀初頭にはマー・ワラー・アンナフルに，15世紀の終わ

りには今日のアフガニスタンの東部，タシケントからブハラにかけての地域においてその存

在を見ることができる地域区分テユメンは，バーブルの支配した地域においては行政区分と

しての機能を有していたが，それ以外についてはその機能はほとんど分からない。ヘザーレ

なる下位区分もその例が少ない。その起源についてはバルトリドとチェホビチが述べており，

筆者はチェホビチの説が正しいと考える。

　バルトリドは，チャガタイ・ハーン，ケペク（在位1318－1326年）が，それまでのチャ

ガタイ・ハーンたちと異なり，マー・ワラー・アンナフルに居住し，カシュカ・ダリヤ川流

域のナサフ（ナフシャブ）の近くに，現在その都市の名にとって代わったカルシー（モンゴ

ル語「宮殿」）を建設したこと，また後にケペキーと呼ばれるようになる自らの名を黙した

銀貨を発行しはじめたチャガタイ・ハーンであることを述べた後17），マー・ワラー・アンナ

フルのテユメンの起源について「新しい用語の新しい地域区分が，チャガタイ・ハーンたち

がマー・ワラー・アンナフルの直接支配を行った時期すなわち1318隼から1334年の問に導

入されたと考えられる」と述べている［Barthold　1918：7，8］。

　地域区分テユメンの意味については，r全てのテユメンが一万人の兵を供給しうるである

とか，その数の軍の維持費の総額を出し得るなどと言うことはまったくありえない。」とし

て，すでに見たイブン・アラブシャーの説明も18世紀の著作の説明も退けた。そして，同

時期すなわち14世紀の初めに今Bのイランの地に存在した地域区分としてのテユメンに言

及し，「ペルシアと同じく，この区分はマー・ワラー・アンナフルに入ったハーン（ケペク）

に従らた部族成員の間に分配された封土（yJleH）と関係するに違いない。」とのべている

［Barthold　1918：9；1913　一　38］。イランのテユメンについては後に論じることにしよう。

　これに対して，ヘザーレがテユメンの下位区分であるとするチェホビチは，訳注を付して

正7）チャガタイ・ハーン国の実質的創設者であるドゥア・ハーンおよびその思子ケペク・ハーンの

　事績については加藤1978；1982参照。
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出版した1299年のワクフ設定文書の序文において［BD：9－18］，主に『ワッサーフ史』に

よって13世紀後半のブハうおよび中央アジアの政治的事件を追って，テユメン，ヘザーレ

はドゥァの即位（1282－3年）以前またカイドウの中央アジアにおける覇権の獲得につな

がった「タラスの会盟」（1269年）以前に地域・行政区分としてモンゴルにより持ち込まれ

たものであるという歪8）。チェホビチが引用している最も重要な部分をあげ，筆者の解釈で補

足しよう。

　　　このころ，カーアーンqa’anは使者を送って，ブハラの人口調査（shumara）を新たに行わし

　　めた。ブハラだけで数えられた16，GOOの内から5，000は（ジュチ家の）バトゥの帰属となり，

　　3，0GOはフラグ・ハーンの母クティ・ベギ（トゥルイ家のソルコクタニ）に。そして，残りは，ジ

　　ンギス・ハーンの子孫でハーン位についている者が自らの物（kha§§）としてそれを支配せんがた

　　めに，ウルグ・コルulgh　qalすなわち大ダライdalay－i　buzungのものとした。

　　　バトゥはこの5のヘザーレ全てを砂漠に追いやった。「紅き死Jを知らせる「白き剣」の湯葉に

　　よって「死の時」が彼らに読みあげられた〔彼等は全て死んだ］。そして彼等の財産も妻たちも子

　　供たちもまったく残っていない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［Wassaf：51］

　ウルグ・コルの解釈はおいておこう19）。ここで重要なのはヘザーレが1，000人または

1，0eo家族であり，それらがカーアー一・ンが新たに行った人口調査によって確定されたブハラ

のすなわち定住罠の集団であり，それらがヘザーレを1単位としてモンゴル人王侯たちに，

カーアーンによって分け与えられていることである。だが，このカーアーンとは誰であろう

か。またその使者による人口調査はいっ行われたのであろうか。

　この記事がベルケとフラグの戦い（1262年）の部分に挿入されているので，バルトリド

以来，これは，その前後に当山のカーアーン，クビライ　（在位1260－1294年）の派遣した

使者によって行われた人［1調査とされている［BD：12－13；Barthoid　1928：490，515－17］。

しかし，クビライ即位（1260年4月）の翌月には弟アリク・ブカもカーアーンとして即位

し，1264年のその投降まで両者の争いが続いている。西方でもジュチ家ベルケのキプチャ

ク・ハン国とフラグのイル・ハン国が争い，そのさなかに中国方面を本拠地にするクビライ

の使者が中央アジアで人口調査を行いうるとは考えられない。このカーアーンは明らかにク

ビライのことではなくモンケ（在位1251－59年）のことであり，この記事は，1256年にな

18）　この時期の中央アジア史についてはバルトリドの未発表原稿があり，ソ連邦の学者によって多

　くの注が書き加えられ，その誤りが訂正されている［Barthold正928：487－494，513－519］。チェ

　ホビチの見解も多くはこの論考，特にソ連邦の学者たちの注によっている。引用されているワッ

　サーフの記述は全てそれらの注に引かれているものである。また，加藤1970：正27－31はチェホ

　ビチの説を詳しく紹介。批判し，自説を述べている。

　　また，杉山1996b：43－68はモンゴル帝国全体の歴史のなかでこの陪期の中央アジアでの各層

　家の抗争の意味を明かにし，筆者の政治史的見解の多くはこれによる。

19）　ウルグ・コル，ダライの意味については，とりあえずBarthold　1928：516－17，　n．　225参照。
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くなったバトゥの生前，もしかしたら1252年2－3月のソルコクタニ・ベギの死より以前に

「新たに」行われた人m調査のことを述べている可能性がある。この可能姓を検証するため

にはモンケ・カーアーンの時代に行われた人臼調査について後に検討する必要があろう。

　別の箇所でワッサーフは，1266－7年，カイドウとの戦闘において敗北したチャガタイ・

ハーンのバラクは，「全てのヘザーレとカールハーネkarkhanaに（徴発の総額の）詳細を

割り付け，軍の建て直しに使うためのいくらかの金バーリシュを国渾に送らせた」と述べる

［Wassaf　：　68］　．

　また，よく知られているように，1269年の「タラスの会盟」においてマー・ワラー・ア

ンナフルの定住民の支配は以前と嵩じくマスウード・ベグにゆだねられ，税収の3分の2が

（チャガタK家の）バラクへ，3分の1が（オゴタイ家）のカイドウと（ジュチ家の）モン

ケ・テムルへあたえられることになった［Barthold　1928：49◎，515－16；杉山1996・b：43－

54〕。ワッサーフは，「諸王たち（shahzadagan）は，それぞれがブハラとサマルカンドに

持っている委ねられたヘザーレ（hazara－ha’一i　ma‘hUd）と自らのカールハーネ

（karkhana－ha’一i　kha§§）で満足するべきであると決められた」とつけ加えている［Wassa£：

69］o

　モンゴル帝国時代のカールハーネは「工場」「宮廷工場」と訳される。定住民循服の過程

において集められた膨大な数の「工匠」すなわち手工業技術者たちは，チンギス・ハーンー

族諸王，公主に分け与えられたことはよく知られているが，これらの工匠たちが，大ハーン

や諸王のための生産を行うためにつくられた様々な業種のマニュファクチュアのことをペル

シア語でカールハーネと呼んだのである。酋都カラコルムとその周辺，燕京（後の大都），

ビシュバリク，ヘラート，タブリーズなどの征服地の諸都市につくられたほか，多くの「工

場」を集めた生薩基地としての都市が新たに建設された20）。

　もちろんサマルカンド，ブハラにもそれらは存在していた。諸王たちは留らの所有する工

20）　トゥルイがホラサーンを征服した際にヘラートの織物工　1，000戸をつれて帰って，ビシュバリ

　クに住まわせ，ここに工場を建てて織物を作らせていたこと，オゴタイ・ハーンの時代（i229－

　1241）末期のイラン総督クルグズがその支配地にカールハーネをたてたこと，1264－5無イル・

　ハーンのアバガがヘラートに織物工場を作らせたこと，造幣局とならんででるガザン・ハーンの

　筆順工場については本田1991：111，141，155，317参照。

　　高橋1991：14はオゴタイの時代の燕京について　「燕京地区には工匠人が集結されていたので

　あって，それが各投下に分割され，それぞれの管匠官人によって管轄されていたのである。」と述

　べる。投下とは諸王，公憲，附馬，功臣たち，管匠官人とは彼らの派遣したダルガチのことである。

　　元朝ではこういった各地に存在する工場または工場群の工匠人集団を，中央政府管轄の組織と

　して「局」と呼んだ［『元史幽巻85，百官一，29－39］。いっから局といわれるようになったのか

　は分からない。

　　12王9年には，生まれて問もないフラグが工匠をもち彼に所属するf諸周」が存在したとされる

　［松田1980・a：40　一　41］。また，サマルカンドから移住させられた工匠が金糸織り（ナシジュ）の

　塗産墓地を形成した弘州（サマルカンドにちなんでシマーり一遍麻林とよばれていた）には，オ

　ゴタイ・ハーンが局をおき，宰相チンカイに管轄させていたとされる［『元史』巻120，鎮海伝，

　IO－11］。これらのモンゴル帝国初期の局は諸王が持っていた工場と工匠集団を後にそう呼んだも

　のであろう。
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匠集団の工場を両都市にもっていた。また諸王たちは，それとは甥にこれらの地域にヘザー

レすなわち1，000人の人間集団を与えられて（委ねられて）いた。カールハーネと対照され

ていることからヘザーレはおもに定佐農民の集団と推定されよう。

　チェホビチは以上の例から「たぶんマー・ワラー・アンナフルの労働住民は，13世紀の

イランの人々と同じように自由を失い，隷属状態におかれていたのであろう。さらに，モン

ゴル人たちは（その支配のために）彼ら特有の「十」「百」「刊の社会編制湿度を用いたの

である。おそらくこの時にモンゴル人により中央アジアとイランに持ち込まれた行政用語

テユメン「万」は1万人の住民または征服された地域住民の1万家族からなる区域を意味す

るようになった。それは決して1万人の軍をだす区域を意味するものではない」とのべてい

る　［BD：14－5］o

　これに我々は，ティムールが任命された彼の祖先が持っていたといわれるシャフリサブ

ズ・テユメンの例をつけ加えることができる。また，史料には「百」や「十！は現れないこ

とも指摘することができるが，とりあえずチェホビチによりっつテユメンの起源を述べよう。

　13世紀50年代までに行われた人口調査によって，モンゴル人は中央アジアに「十」「百」

ド千」の社会編制鰯度を持ち込んだ。人口調査により1，000入または1，000家族の人間集団を

ヘザーレ（「千」）とし，それをいくつか集めたものが（厳密に10の「千」ではなかったと思

われる）テユメン「万」である。多くのヘザーレは王侯たちに分け与えられていた。モンゴ

ル人にとって重要なのはまさに労働住民の集隅としてのべザーレ，テユメンであって，それ

が住んでいる土地・場所ではなかった。しかし，ここで注意すべきは人口調査である。人口

調査によってのみ「十」「百」「千」「万」という社会編鰯制度は成立しうるのだが，定住民

を対象とする限り，その心添を有効に使うためにはそれらの場所を明記しておかなければな

らない。またもしも，それらを諸王，功臣たちに分割するならば，それらはどこに存在する

かということを彼らに示す必要があるであろう。既存の地名が使われ「どこそこのヘザー

レj「どこそこのテユメン」といわれたに違いない。その時点においてヘザーレやテユメン

は漠然と地域区分としての意味を持ち，人間集随の意味と分かち難く結びついていたと考え

られる。

　次に人間集団としてのヘザーレ，テユメンの機能についてみてみよう。

　バルトリドもチェホビチも明確には述べていないが，多くのヘザーレが分け与えられてい

たことから分かるように，これらの区分はもともと人的・物的徴発の単位として成立したも

のである。

　イブン・アラブシャーは万の意味を取り違えて，今田に至るまで多くの研究者を惑わせて

きたが，おそらく歩兵，補助兵がテユメンごとに何人かつつ（この数を彼は万と誤った）

テユメンからだされていたことを言っているに違いない。過去の制度のことを言ったのかも

しれないが，ティムールによる補助軍の徴発をイブン・アラブシャーは記憶していたのかも

しれない。モンゴル時代の兵の調達については後で見よう。
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　また，おそらくヘザーレ，テ＝メンは税の支払いすなわち物的徴発の単位としての意味を

持ち続けていた。18世紀の著者も千，万を，それらの土地が維持可能な軍隊の数と誤解し，

面積まで述べているが，それらが「軍の維持費」をだす単位であったことが記憶されていた

からかもしれない。18世紀にそういった機能が残っていた可能性も否定できない。また，

さまざまな地域において知られているように上述の軍役はしばしばそれに見合った貢納・税

金にとって代わられていったとも考えられる。

　軍事的・政治的活動を開始した時点においてテユメンを得ているティムールが，わずかに

1例であるが新たにテユメンを創設していること，またティムール朝末期におけるバーブル

がテユメンを王侯・家臣に賜与していることは，ティムール朝を通じてテユメンが行政区分

としての意味すなわち人的・物的徴発の単位として機能をもちつづけていたことを示すもの

である。

　次にモンゴル時代についての先学たちの研究とくに本濁（1991），Allsen（1987）によ’っ

て，以上の論考で明らかにし得なかったモンゴル人によって定住民の社会に持ち込まれた

「十」「百」「千」の軍事的社会編綱制度，人口調査，それによって生じた（中央アジア以外

の）テユメンを見ていき，それによって上述の結論を補足・補強していこう。

豆　モンゴル時代のテユメン

　1　十進法的軍事制度と定住民徴発の制度

　遊牧民からなるモンゴル騎馬軍団は，最小の単位が10人隊・ハルバンharban「十」で，

10の汁」を100人隊・ジャウンja’un「百」，10の「百」をi，eOO人隊・ミンガンmin－

gγan「千」，10の「千」を10，◎00人隊・テユメンとし，それぞれハルバン・ノヤン（また

はqaur　Royan），ジャウン・ノヤン（またはjauchi　noyan），ミンガン・ノヤン，テユメ

ン・ノヤンをその長とする十進法的軍事組織からなっていた21）。ペルシア語のデへdaha，

サデ§ada，　am1r－i§ada，ヘザーレ，am三r－i　hazara，トゥーマーン，　amir－i樋manである。

これらの数字は部隊の大きさ，統属関係を示す原則的指標であり厳密に取る必要はなく，特

にテユメンはいくつかのミンガンからなる部隊と考えられている。

　モンゴル人軍兵のリクルー5について「その法は，家に男子15以上70歳以下の者があれ

ば，多い少ないは関係なく全て集めて兵とし，10人を一牌（ハルバン）として三頭（qaur

noyan）をおいた。彼らは馬に上れば戦闘に備え，馬を下りては集まって牧畜を行う」とあ

る［『元三』巻98，兵一，2］。「家」とはおそらく1天幕または1家族世帯をさし，成人男

21）　「十」と「菖」の間に，50人陰・タビンtabinおよびタビン・ノヤンがおかれたらしいが全て

　の史料にか書かれているわけではない。
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性皆兵である。

　ところが，漢文史料ではテユメン以下を「十戸」「百戸」「千戸」「万戸」と訳してあたか

も一部隊は兵と同数の家族磯陰のごとくで，モンゴル遊牧社会の十進法的編制をさしている

のか軍隊編成をさしているのかはっきりしない。この関係は50年近く前に本田1991：17－

52によって明らかにされた。

　それによると22），「千人隊」すなわちミンガン（ヘザーレ）が軍綱の基本単位であり，そ

の兵を出す母体集団もミンガンと呼ばれた。それはジンギス・ハーンによって創り出された

新しい遊牧部族であったけれども，以前から部族集団を指すアイマク（部落）とも呼ばれ，

また部族集団の首長およびその配下の集団を指す「投下」とも呼ばれたのである。ジンギ

ス・ハーンによって諸子，諸系にあたえられた軍隊の単位も，功臣たちがそのノヤンとなっ

たミンガン（ヘザーレ）つまりこのような遊牧集団であり，同時に広大な遊牧地ユルトがあ

たえられた23）。こうしてみると「十」「百」というレベルではこの部族軍の軍事的編制をあ

らわしているだけと考えられが，ミンガン「千戸」を形成する下部集阻として「百戸」「十

戸」と漢訳されたのであろう。これに対して軍事編制上のテユメン「万戸」は千人隊・ミン

ガンがいくつか集まった大部隊を指したものである。

　また，上のような「軍役」の他に遊牧昆の各種の負担もミンガンを単位にかけられた。

　オゴタイ・ハーン時代（1234年）に定められたコプチュルとよばれる「年ごとに」すな

わち1年置～度の遊牧生産物（乳製品など）の供出と保有する家畜の多寡に応じた家畜税は

「各地のミンガンごとに」かけられた。また同じ時に定められた由良剃ya磁の維持のため

に人員をだし，費用を負担させられたのもミンガン（ヘザーレ）であった24）。

　定住民地域の支配がはじまると，この軍事編制制度はそのまま定急雷に詣ではめられ，人

22）「千人隊長は千人の軍を指揮する司令官であるが，同封に常備兵力を提供すべき義務のある部落

　（アイマク）の長でもあった。この部落（アイマク）は，千人隊長を領主とし，その一族を上層部

　とし，捕虜人ロを下層部とする複合部族であり，一一定の範囲の遊牧地を持つものである。すなわ

　ち千人隊の隊長（ノヤン）は軍司令官であり，部落（アイマク）の長であり，部落（アイマク）

　の領外である」［本田王991：50］。

　　　「この部落（アイマク）が千入隊の母体であり，部落（アイマク）の領霊は千人隊長に任命さ

　れることによって，千人隊を自己の部落（アイマク）から提供することを義務づけられた」［本田

　1991：43］o

　　　「成程それは，薪千人隊：」という軍隊を指すが，遊牧民にあっては同時に一集団の部族であり，

　一単位の行政体であった。これがいわゆる投下（aimaq）である」［本田1991：28　一　29］。

23）95のミンガンが分配された。正2G7年から121正年までの間に行われた，ジンギス・ハーンによ

　る諸子，諸弟への遊牧部民の「分県」と遊牧所領地への「分封」については杉山1978参照。

24）　オゴタイ時代に定められた遊牧昆にたいする駅帖の負担を含めた徴発の内容については『秘

　史』：361－72がもっとも詳しい。東西の文献に見る「家畜のコプチュル」「草地の差嚢」につい

　ては，本田1991：286　一　87；阿部1954：79－84参照。一一例だけ上げておく。

　　オゴタイ・ハーンは1235年カラコルムからヒタイの諸地方までに37のヤムを設けて，「宿駅

　（manzil）ごとにそのヤムを守るために正ヘザーレをおいた」〔Rashid：143］。
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的・物的軍事徴発体舗とされた。ジュバイニーは次のように述べている。

　　　諸地域と人民が，彼ら　（モンゴル人）の支配下に入ると，（軍制と）同じ確立された慣行によ

　　り，人口調査（shumar）を行い，全ての人を十，百，千単位に分嬬正税（mal）以外に，軍役

　　（lashkar），漏斗（yam），臨疇経費（ikhra撤），糧秣（‘ul蔵a乞）をださせた。これらの重荷の上

　　にさらにコプチ＝ル税を諜した。　　　　〔Juvaini：　1，25（Boyle：1，33－34）；本田1991：282］

　人鷺調査による十進法編制区分の目的が税を含めた徴発であることが示されている。後述

するようにこれはモンケ・ハーンの時代に行われた征服地域統治政策の概要を述べたもので

ある。本田1991：283－3e1は主にペルシア語史料によりつつ，これらの微発を表す二葉を

詳細に分析しその内容を区分し，Allsen　1987：144・一・216もモンケの時代の政策としてこれ

らの徴発を第6章「税」，第7章「人的資源の供給」と区別してそれぞれの内容を各回服地

ごとに具体的に説明している。行論上必要な概念を簡単に述べておく。

　（1）正税

　伝統的な地租・穀物税（西方ではハラージュ）と都市の商工業者にかかる商税タムガ

tamgha［本田1991：285－86；AllseR　1987：154－162］25）。

　（2）コプチュル税［本田i991：209－11，287－90；Allsen　1987：163－170］

　モンゴル入が被征服民に課した入頭税であり，遊牧民に課せられた乳製品および家畜税と

岡じ名称で呼ばれた。財産に応じて，原鋼1隼に1度だけ徴収される入頭税としてのコプ

チュルは125◎年代の初頭にモンケ・ハーンによって導入され，モンケ・ハーンが全帝国支

配地で行。．た人口調査の主な目的はコプチュル税徴収であったと考えられる。

　（3）兵糧・使者経費・駅逓維持費

　戦時，平時に軍が民から徴収する現物の兵糧（taghar）［本田1991：292－94；Allsen

1987：　186　一　88］o

　駅靖（yam）の負擦。定佳民に課せられた臨時経費（ikhrajat）すなわち駅逓費および駅

の維持のための糧秣（‘u無faの，駅馬（Ulagh）の提供，使者供亦（ta‘ahhud）の費用負撞

のことである［本田1991：295　一　97］。

　本来的には（2）はこれらの諸経費を賄うために課せられたものである。

　（4）夫役

　強制労働（blgar）。宮殿の建築，都市の復興作業，灌概工事，狩猟出征路の整備などへ

の徴用。すでに見た工匠集団の労働もこれに入れてよいだろう

　軍役。その原語が明かでないqalan，モンゴル藷で軍を意味する語がペルシア語に入った

charlk，補助部隊，不正規兵をいみする“askarは全て上記1ashkarと同じく「軍役」を意

味し，モンゴル正規兵の「軍役」とは異なり，歩兵それも三門兵や補助兵への強鋼的な徴用

25）　モンゴル人が中国，西アジア，ロシアに持ち込んだ誤払タムガについては別に詳細な論考本田

　1991：323－32がある。



中央アジアのチュメンなる地域区分について 41

を意味する［本田1991：297－99；Allsen　1987：192－93］26）Q

　以上の徴発が人口調査の結果に応じて行われた。

　駅帖の負担と定住民のテユメンに関して，ジュバイニーは次のように述べている。

　　　諸地域の緯度・経度に，彼らは駅帖（yam）をおいた。維持費と諸経費（ma§alih　wa　ikhrajat）

　　を整え，人，駄獣，食料，飲み物およびその他の設備をおき，トゥーマーンごとに割り当て，2

　　トゥーマーンが1ヤムに指定された。人臣調査（shumar）によって分け，徴発し，使者の行き来

　　が駅馬（ttlagh）の消耗によって滞らないようにし，常に農民も軍も困難に陥らないようにした。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［Juvaini：　1，24　（Boyle　：’　1，33）］

　最後の文は入口調査の結果により以前からの農民の駅帖負損を平均化することによって軽

減し，それによりかえって軍事活動もスムーズに行われたことを言っていると思われる。人

口調査による定住民のテユメンが設定され，その2テユメンが（おそらく今臼のイラン方面

に設定された）各駅をになっていた。

　次に各地の人口調査とその結果現れたテユメンを見てみよう。

　2　征山地における人口調査とテユメン

　（1）　大ハーン・オゴタイ時代の簸初の人口調査

　油揚の分配のために行われる戦時における調査をのぞけば，モンゴル帝国の征服地におけ

る大規模な人口調査は，1233年および1234－6年にかけて行われ，「乙未（1235年）愚慮」

とよばれる戸籍簿が作られた戸籍調査が最初のものであるといわれる。その対象は1234年

に滅亡した金の支配した河北（モンゴル人がヒタトと呼び，ペルシア語ではヒタイと呼ばれ

た黄河以北の土地）であった27）。

　この人口調査がどのような基準で行われたかはよく分からないが，1229年のオゴタイ即

位の年に，「戸（家族または世帯）でもって計る」か，「丁（成人男性）でもって計る」かの

26）Allsen　1987：229は，ケラーンqalanについてザ貢納すなわちコプチュルに対して，特に現物

　で取られる農業税を指すモンゴル人によって定住属に課された伝統的な税」と述べ，その意味を

　完全に誤っている。これは本田が注意しているように［2991「ケラーンとコプチュル」と併記さ

　れてモンゴルの酷税を指すことが多いこと，ケラーンは現金納入で代用されたことによる誤解で

　ある。

27）　この「戸籍調査」と翌年の「分地分民」に関しては松［ヨ孝一の～連の論文［松田1978；1985；

　1990］があり，ほぼ議論が尽くされ，我々は安心してその結論の上に議論を組み立てていくこと

　ができるであろう。それに対してAllsen正987：125　一　30は誤った論文の結論の上に立って議論を

　展開しており，従い得ない。

　　松田の結論のみをあげておこう。

　　　「乙未身魂に登録された戸数は，甲午一陽未年（1234　一　36）の調査によって登録された声数そ

　のものであって，その申には，癸巳年（正233）の調査報告数を含んでいたものである。総戸数は

　一中略一111万帯解であるが，兵の徴集の対象となり得た数値としては，1，GO4，656戸であっ
　たのである」［松田1985：42］。

　　　「この戸籍登録当初に存在した1GO万戸余りの戸数は，その後干戸が生じたため，1241年に減

　額され，723，91Gとなった。すなわち，（「乙未籍規」の登録戸数として通用されていた）ヂ72万

　戸」とはこの減額された「乙未払肘」の概数であったのである」［松田1990：457］。
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議論があり，結局オゴタイは「河北の漢民の戸を計り，（戸ごとに）賦調を出させて，耶律

楚材をその責任者とし，西域人は丁を計り，（丁ごとに）賦調を出させて，麻合没的・滑刺

西迷Mahmad　Khwarazmi（Yalawachi）をその責任者とした」とある［『元素』巻2，太

宗，1］。

　すでに旧金領内の一部の地域と中央アジアにおいて人口調査・徴税がはじまっていたよう

である。また，この記述から，1235年の戸籍においても河北においては同じく戸（その内

実はよく分からない）ごとに登録されていた可能性は高い。ただ，後述するように丁数も把

握されていた。

　また，この淫すぐヤラワチは中爽アジアに帰任しているので，後述する「サーヘブ・ヤラ

ワチが，マー・ワラー・アンナフルにおいて定め，コプチュルと呼ばれている」［Juvaini：

∬，254〕税法はこの後10年の間に（ヤラワチは1241年配ゴタイが生きているうちに再び

中国方面に赴任した）西域すなわち中央アジアで施行されたものかも知れない。上記（2）

で見たようにコプチュルは丁ごとにかかる（すなわち人ロ調査を蔚提とする）人頭税であ

る28）。

　さて，この乙未年籍はおそらく金時代の行政区分である路，府，州，県ごとに人民を登録

したものであろう。翌年（1236年），登録された人出　irgeR（なぜかこれを漢文では二戸」

と訳する）のうち，少なくとも76万戸以上をオゴタイは諸子，諸弟，公主，門馬などのジ

ンギス・ハーンの一族および功臣たちに分与し，彼らは与えられた行政地域ごとにダルガチ

を派遣し，徴発の体制をとった［松磁1978］29）。

　この「分地・分民」（「丙申年の分機」）と前年のクリルタイによって決定された諸王たち

の率いる軍隊による南宋遠筏，ロシア・東欧遠征［杉山1996・a：75－87］とは無関係ではあ

るまい。また，オゴタイ・ハーンの晩年にはf72万戸」と大幅に戸籍登録数が減っている

28）後にみる軍制などから判断すると，結局この議論は1丁を出す母体を三声とすることで決着し

　たように見える。おそらくモンゴル人にとっては「丁」でも「戸」でもどちらでもよいことで，

　まさに労働力としての人聞の把握のみが問題であって，登録の方法は定柱民出身の書記たちの問

　題である。それ故に現地転身嘗僚の意見が聴せられるのであろうし，また既存の戸籍を利用する

　ことも行われたであろう。したがって人頭税ジズヤの伝統のある中央アジアと「戸」による戸籍

　調査の実績のある華北では異なる登録の仕方がなされたと思われる。

29）　この人民と土地の分割は，モンゴル政権が金の制度を踏襲した行政地域区分である路の「細分

　化」と関係してる。葭田1973：158－9，161によれば，河北には「オゴタイ朝前半には十を少し越

　える程度」であった路が，1235年を越えると　「陳西・河南・満州方面を別にしても17路以上を

　数える」に至り，オゴタイ没後の時期（1245年ごろまで）には20生路となっている。杉山1993：

　133は，山東・河北地区の路の区画の不連続や飛び地の存在を指摘して，これらは「オゴデイの

　8年（1236）丙申に実施された漢地の戸口分配，すなわち丙申年の分掻で確定したモンゴル諸侯

　の河北分領に則り，クビライ政権が多少修正を加えっつも，ほぼその枠組みに沿って新しい州県

　名をつけて公式化したものである。」と述べている。これらの「細分化」された路は，人民の分

　割・分与によって編成された新しい行政区分であると考えられる。なお，カサル王家「華北投下

　領」の元蒔代1こおける支配の実態は杉山1993ほ32一三42参照。
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こととも関係あるだろう。1236年前後に建設中の首都カラコルムは，河北から連れてこら

れた膨大な数の申国人によって造営されたことは周知の事実である。この時期チャガタイを

はじめとする諸王たちも自己の遊牧地に多くの都城を築き，そこには中国人コロニーが多く

見られた。上記（4）軍役，強鋼労働のたあに多くの上戸が徴用されたと推定される。また

そのための分割・分与であったと考えられる。

　次に，大農1992：128・一・228を参考にし，その物的・人的徴発の体制を見てみよう。

　（a）税糧（丁税・地理）

　1236年丁税と地税はあわせて施行され，「山高が少なく地話の多い者は減税を納め，地税

が少なく二二の多い者は二二を納める」という奇妙な形態をとっている正税である3。）。すで

にみた戸を基準に，戸の保有する土地面積による伝統的？課税と，モンゴル人が持ち込んだ

人に対する課税との折衷である。

　（b）商税

　モンゴル人が持ち込んだ都市の商工業者にかけられる売上税。上記（1）のタムガの漢訳

語が「商税」。「太宗（オゴタイ）甲午年（1234年）」はじめて行われ，至元7年（127e年）

税率が30分の1に定められたが，それまでの税率はわからない［f元亨』巻　94，食貨二，

骨子，21－22］Q

　（c）科差

　科差は差畿などの語と岡じくコプチュルの漢訳語である［阿部1954二84　一　86］。モンゴル

蒋代の中国には綜料と包銀という2種類のコプチュルがあったことはよく知られている。そ

のうち1236隼に決定された三三とは「2戸縣」と呼ばれ，2戸で1斤の絹糸を中央政府に

納める税と「5戸綜」とよばれる5戸で1斤の絹糸をそれぞれの民が分与された遊牧領主へ

納めることからなっていたが，徴収捌度は不分明である31）。

　また，コプチュルはすでに述べたように駅伝設置やそれらの施設維持費のための名目で徴

収されるものである。縣料においては中央政府と民を「所育」する遊牧領主たち（投下，灯

下）の両者がそれを担い，負担する原則で，両者が負担に応じて税を分配するのであるが，

負抵の割合が問題である。

　しかし，それらは名称の意味から分かる。

30）「諸路に鼠戸の成丁の数を調査させて，丁ごとに毎年，粟2石，乱丁（成人奴隷）は5升を課し

　た」匿刷子』ig　93，食：貨一，税糧，8］。

　　同じ年に定められた地税は「上田，毎畝3升半，中田3升，下田2升，水田5升の税率」であ

　る。この二つの税の関係については大島正992：148－49参照。

31）「科差の名には2っあって，縣料といい，包銀という。その法は，それぞれ算の上下を調べて科

　した。室料の法は，太宗丙申の年（1236年）にはじめて施行した。2戸ごとに縣（絹糸）1斤

　（約60Gグラム）を出して一中略一宮におくり，5戸ごとに縣1斤を出して一一中略　　本位

　（諸王，后妃，公主）におくる」園詠史』巻93，食貨一，科菱，12］。

　　三差および三三については阿部1954；75－6；大島1992＝148参照。
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　「2戸縣」（2戸ごとに1斤），「S戸縣」（5戸ごとに1斤）の名称は，両者が一一括して10

戸ごとに7斤かけられ，5対2の綱含で分翻されたことを示す。負損および取り分の割含は

5対2である32）。またこのことから，縣料理撫は10戸単位であり，「十」と書うユニットが

この時の戸籍には存在していたものと推定される。

　（d）軍役（軍戸の制）［大島1992：184・一・203］

　f元史』巻98，兵一，2はモンゴル軍の成人男子皆兵の十進法粉雪の軍綱を述べた後「や

がて中原（河北）を平らげると民を発して，卒（歩兵）とし，漢軍と称した。貧富を調査し

て甲乙として，（1戸で）一人を出す戸を独戸軍（独軍戸？）とし，2，3戸をあわせて一人

を出すならば，（出した戸）が正軍戸で，残りは貼軍戸とした。二丁（の工合）で論ずるな

らば，嘗ては20丁に1卒を出したが，至元7年には10丁に1卒をだしている。また戸で

もって論ずるならば，20戸に1卒をだした」とある。

　後段［兵一，歯群，3－4］のオゴタイ時代の「漢軍」の徴兵に関しては「1牌子（10

戸）ごとに軍1名」「20人ごとに1人」「20戸ごとに1名」だとか「20丁ごとに1名」と

なっており，その基準ははっきりしない。太宗13年（1241年）の報短によれば，1235年の

戸籍と関係づけて「忽都虎（シギ・クトゥク）たちがもともと戸籍に登録した諸路の笹戸は

1，004，651戸であったが，逃亡した戸をのぞくと723，910戸であり，路ごとに集めた全ての軍

はl15，471名であったが，数を点検すると97，575人に過ぎない」とあり［兵一，兵制，4］，

当初は，10戸に圭名強の割合であったとされている。

　筆墨は不確実ながらこれらの数値の中に定住昆の十進法的編制を見ることができると思う。

少なくともテユメンが1万人の軍をだす単位であるというイブン・アラブシャーが誤ってい

ることは明かであろう。

　これらの軍戸（正軍戸，貼軍戸）は後述の軸戸とともに，耕位地4頃（約22ヘクタール）

までは免税とされ，兵をだした軍戸は，軍制上のアグルクaghruq「奥魯」として後には他

の民戸とは劉に管理された33）。

　（e）下役（帖戸の制）

　1235年オゴタイはカラコルムから河北までの間に37駅をおいたが，河北内にも多くの駅

32）懸料は元朝になって倍増され14斤になったが，取り分比はかわらなかった。

33）aghruq（ペルシア語aghrgq）はおそらくトルコ語で「重いもの」とか「重い家財」の意味で

　あるが，モンゴル人はこれを遊牧民にとっての「本営」すなわち・「兵士たちが出た後に残された

　家族集剛の意味で使い，軍制上では海軍とか兵軸部とか留守部隊の意味となる。モンゴル人に

　とっては軍隊がでた後のミンガン遊牧部族そのものをさし，それは留守部隊であり，軸重隊，兵

　軸部としての役割を果たすのである。この言葉が出征後残された定住属の軍戸にも嶺てはめられ

　た。理念的にはモンゴル人の戸は全て軍戸であるが，先に見たように定住残の場合はその一部で

　ある。aghruq，その音訳ヂ奥魯」および元朝におけるその舗度については村上194Gを参照。た

　だ，村上王940：33－34は，その二軍軍戸の戸数を72万戸と誤り，Allsen　1987：199も誤りを踏

　凹している。「72万芦」が本文で引いた減額された乙未籍研の数値の概数をさし，後にその戸籍

　登録戸数と認識されていたことについては松田1990参照。
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軸が作られた。遊牧民によって維持される草原の蒙古軸赤・達達端赤と区別された漢帖と呼

ばれる駅帖を担わされていたのは定住属からだされた鮎戸である34）。

　太宗元年（1229年）の詔勅によれば，軸戸は「圭00戸ごとに操車10そろいを備えさせ，

それぞれの靖に米倉をおいて，帖戸は，毎年，1牌（10戸）より米1石を納めさせ，100戸

の一人に命じてこれをつかさどらせる」ことが命じられている［羽田1957：5－6，74－5］。

隼代が早すぎる嫌いはあるが，明らかに帖戸は十進法的軍事組織として編制されていること

を示す。すなわち，一二の帖戸は原則100戸からなり，王0戸ごとに荷車1そろいと人員

（10人？）を出し，それ以外にそれぞれの10戸は，毎年駅に備える食料（米だけではないと

考える）納入を義務づけられたQまた，靖戸の100戸を管轄する百戸長（これも「百戸」と

いう）はその中からだされていた。また，二戸は軍戸とまったく同じ扱い（土地4頃までの

免税，アグルクを編鋼すること）をうける。すでに遊牧民の駅帖がミンガン「千戸Jに委ね

られていたことをみたが，漢靖においても定住昆の「千戸」に負揚を負わしめ，その100戸

はそれぞれのド千戸」からだされていたとは考え過ぎであろうか。

　以上，徴発は人口調査による定住民のナ進法軍事編制区分に則って行われていたことを見

た。すでに見たさまざまな人的・物的徴発は，すでに1230年代半ば過ぎには，最初の人m

調査によって旧金領河北に完成した姿で現れていたのである。

　最後に中央政臆（大ハーンの権力）と諸王・諸侯たちへの人民の分害畦の関係をみよう。

　オゴタイの時代を通じて，i日金領河北は，前田ig73：153－160が明らかにしたごとく，

「ヒタット統治最高機関」たる燕京行嚢尚書省とよばれる大ハーン臨属の（モンゴルの内地

に対する）外地域統治あるいは属領統治機関によって支配されていた。人口調査および分翻，

税糧，縣料の徴収，おそらく三軸の管理もこの機関によって行われた。オゴタイ時代の外

地・属領について，後のペルシア語史料は次のように述べる。

　　　カーアーンは，全てのヒタイ地方をサーヘブ・マフムード・ヤラワチに委任した。ウイグリス

　　タンのビシュバリクとカラ・ホージャ，ホタン，カシュガル，アルマリク，カヤリク，サマルカ

　　ンド，ブハラからなるジャイフーン川までの地をヤラワチの患子マスウード・ベグに，ホラサー

　　ンからルームとディヤル・バクルの辺境までをアミール・クルグズに委任し，これらの諸地方の

　　金ての税を集めさせ，国庫に送らせた。　　　　　　　［Rashid：244・一・45；本田1991：424－25］

　河北，中央アジア，イランの3の外地・属領がそれぞれ3人の三宮の下に大ハーンから直

接委ねられていた。ヒタイのヤラワチを長筥とする機関が燕京行墓尚書省であることは言う

までもないが，後の二つが『元史』3巻，憲宗，2－3の「別失八里等処行尚書省」「阿母河

等処行尚書省」である［本田1991：IO1］。

34）羽田1957：圭一129はモンゴル帝国の駅伝能ijについての4つの研究からなり，元朝の駅伝制度に

　ついてはまず参照すべき研究である。
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　これらの大ハーン直轄領と諸侯への分翻については前田の要約r尚，大汗国直轄領とは云

い換えれば全汗国諸封建王侯の共同領である。それ故例えばヒタットには各封建諸王侯の領

地があり，それをまとあてヒタット統治最高機関が治め，この機関は大汗派遣のエへ・ジャ

ルグチを頭としてその下に諸封建王侯派遣の代表者が集まり統治に当たっていたのである」

［前田1973：197］を引用するだけで十分である35）。

　（2）大ハーン・モンケによる人日調査

　圭251年トゥルd家のモンケが，大ハーンに即位すると，3大直轄領および大ハーン・オ

ゴタイ時代の人R調査以降に征服された地域に対して大規模な人ロ調査を命じ，上述ジュバ

イニーの引用にあるように定住民を編制し，全帝国規模で徴発の体制を強化し，新たな征服

活動に備え，同時に征腋軍が派遣された。その過程はほぼAl玉sen（1987）によって明らか

にされているが，その不十分な点を補いながらテユメンに焦点を合わせて順次述べてみよう。

　ヒタイと中央アジア

　モンケは1251年7月のクリルタイで即位すると中国方面においてもさっそく再調査を行

わせ，「中原において民丁（民の丁？）を料って」，「憲宗2年壬子（1252年），再び戸籍に登

録し（又籍之），20万余戸が増えた」という　［『元史』巻i34，月乃合伝，3；巻58，地理

一，1］。この時の戸籍が乙学年籍とならんで元時代の基本的な戸籍となる「壬子年籍」で

ある。

　松田1980・a：42－44によれば，この年からモンケは直ちに分割・分与を開始し，1258年

までに14万戸以上を一族，功臣に分与した。この数の申にはモンケの即位に反対して取り

つぶされたオゴタイ家，チャガタイ家の諸王家が保有していた民戸，前回の分割・分与には

含まれていなかった陳西，河南の民が含まれていると思われる。モンケの～族トゥルイ家に

対して多くの賜与が行われたが，松田が注意しているように，弟たちへの，すなわちフビラ

イへの「京兆（後の西安）の8州12凝」，フラグへの彰徳路の25，056戸は，前年に決定し

ているフビライの雲南遠征（i252年モンゴル出発），フラグのイラン遠征（1253年出発）を

前提にしての分与である。

　また，この再調査は，ヒタイ方面にもうひとつのコプチュル，包銀の導入を前提として行

35）　イラン総督府すなわち芳潤河等処行尚書省も燕京行峯尚書省と岡様なあり方をしていたことお

　よびオゴタイ時代の長官アミール・クルグズについては優れた専論本田1991：101－126参照。

　　すでに述べたように，ヤラワチはオゴタイ末期に再びヒタイ方薗の管轄に帰り，憲宗モンケは

　即位に際して，彼のヒタイにおける地位とその息子マスウード・ベクの中央アジアにおける地位

　を頭並している［∫uvaini：盤，73（Boyle：亙，597）］。

　　マスウード・ベグは，1269年の「タラスの会盟」においても，マー・ワラー。アンナフルの支

　配を委ねられており，ヤラワテが申国方爾に去ったのが124王年とすれば，30年近く中央アジア

　総督であったことになるがその支配の実態はほとんどわからない。
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われた。年ごとに1丁または1戸に6両（約224グラム）の（おそらく秤量貨幣として通用

していた）銀を出させたとある36）。しかし，縣料の場合やイランでの課税の方法からすれば，

10丁またはio戸ごとに60両の銀が科せられ，既存のコプチュル，綜料徴税ユニットGO

戸に7斤）がそのまま使われてたものであろう。

　以上のヒタイでの一連の入口調査，分罰・分与，コプチュル課税は1251年7月に開催さ

れたモンケ即位のクリルタイで3大直盤領全てにおいて同時並行的に行われるものとして決

定されたものと思われる。

　ジュバイニーはクリルタイにおいて決定された内容を「（モンケは）年ごとの設定額を，

ヒタイの諸王国では金持ちは11ディーナール，階級に応じて下層は1ディーナールとし，

マー・ワラー・アンナフルはこれと同じとし，ホラサーンでは金持ちは10ディーナール，

貧者は1ディーナールとした」［JuvaiRi：皿，78－79（Boyle：ll，600）3とのべるが，これ

はコプチュルの一人宛の上隈，下限を定めたものである。すでにみたように申央アジアでは

やラワチにより人頭税コプチュルが行われていたが，これと同じタイプのコプチュルが他の

直轄領にも導入されることとなったのである37）。かつて人口調査の行われていたヒタイ，中

央アジアにおいてもさっそく画しい（ヒタイについてすでに見た）人里調査と査定が行われ．

た。

　ジュバイニーは，クリルタイの結果を述べた後，「（モンケ・カーアーンは）諸税の税額の

決定（taqrir－i　amwal）と人々の名の登録（tabrir－i　asami－yi　rijal）のため．1こ，ハーキムた

ちbakimanとシャフネたちshabnaganと書記たち（kataba）を任命した」と述べ［juvaini：

36）　「包銀の法は，憲寒乙卵の年（1255奪）にはじめて定められた。はじめは漢民は包銀6両を科

　せられ，納めていたが，この年になって，ただ4両だけを徴収され，2両は銀を納め，2両は縣

　や絹や顔色（染め物？）などの物を代わりに納めた」［『元史』巻93，食貨一一，科差，12］。

　　阿部1954：13正が指摘したように1251年から1255爺までは，　6両包銀が科せられ，55年に

　なって4両に減額されたと考えるべきであろう。包銀は元の時代を通じて，縣料と並行して科せ

　られた。松田199G：445の引く例によれば中爽政府と民の所属する領主との取り分比は1対1で

　あったのではなかろうか。

37）　この時のコプチュルについてジュバイニーは別のところで次のように述べる。

　　　「サーヘブ・ヤラワチがマー・ワラー・アンナフルにおいて定め，コプチュルと呼ばれる税

　　　法に決定した。それは，一人が，一年に一度，その財力と富に塔じて支払い，いったんその

　　　盤をはらえばその年には2度と請求されることはなく，その人には2度目割り付け
　　　（bawali）られることもないというものである。結局これにより，金持ちには正0ディーナー

　　　ルを，階級に応じて貧者には1ディーナールを課すことを命じ，その収益は軍役と駅帖の経

　　　費と使者の経費（ikhrajat－i　hashar　wa　yam　wa　kharj－i　ilchiyan）1こ使うことを命じた」

　　　［Juvaini：　ll，253　（Beyle：　ll，517）］．

　　これらの値が（11～1ディーナール，io～1ディーナール）が，どのようにしてヒタイでは1

　丁G戸？）平均6両の銀となり，イランでは「10人に70ルクニー金貨ディーナール（dinar4

　rukni）」になったのかはわからない。中央アジアはヒタイと同じ（ll～1ディーナール）とされ

　たが，具体的な徴税額はわからない。
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皿，73（Boyle：K，596）］，続けて，ヒタイへのマフムード。ヤラワチ，中央アジアへのマ

スウード・ベグの任命を述べる。二人はクリルタイがはじまる以前にモンケの下に伺候して

おり，早々の帰任を許されたという。イラン総督アルグン・アカはクリルタイには出席する

ことはできず，1252年5月2日にカラコルムのモンケの下に出頭したが，その前にビシュ

バリクですでに帰任していたマスウード・ベクに会っている　［Juvaini：∬，252（Boy玉e：

H，515）］。これらのことより，中央アジア，ヒタイにおいて，人口調査は1251年の末から

1252年の初めにははじまっていたと考えられる。ヒタdについてはすでにみたが，申央ア

ジアについては，筆者はL6でみたワッサーフがのべるカーアーンによる「新たに行われ

た」ブハラの（おそらくマー・ワラー。アンナフル全体の）人口調査とヘザーレの分割・分

与はこの時のことを述べたものと考える38）。

　イラン，アルメニア，グルジア

　イラン方面の直轄領はアルグン・アカによる人口調査が行われた。これは直後に出発した

フラグ率いる西アジア遠征軍の補給の確保が冒的であった39）。

　アルグン・アカは，1年あまりの滞在の後，i253　SC　8－9月にモンケの宮廷を発ち，ホ

ラーサーンに帰任した。さっそく10人に70ルクニー一金貨ディーナールのコプチュル税率を

決め，「人口調査（shumara）と千人宛の地域区分（hazara）とコプチュルの割り付け」

［本田1991：123］のために各地に官員を派遣した6この疇あげらているのはホラーサーン

地方，マーザンダラーン地方，イラク・アジャム地方，ヤズド（イラク・アジャム地方），

イスファハーン（イラク・アジャム地方），タブリーズ（アゼルバイジャン地方）である。

アルグン自身は，バトゥの宮廷に向かい，「（カスピ海の西岸）デルベント経由でグルジア，

アッラーン，アゼルバイジャンに向かい，人口調査とコプチュルの仕事と諸税の税額の決定

をなした後イラクへいった」［Juvaini：H，258（Boyle：R，521）］。その後，125δ年末には

中央アジアでフラグを迎え，1256年3－4月にはカラコルムのモンケの下に出頭している。

おそらくこの時に人口調査の報告がなされ，戸籍も提出されたのであろう。この時点で分

38）周知のように，ジュチ家のバトゥ，母のソルコクタニ・ベギの尽力により大ハーン（カーアー

　ン）となったモンケが，ブハラの新人口調査で得た毘の半分を二人に分与しているのは愚賞の意

　味があったのかも知れない。1252年2月のべギの死に間にあったかどうかはわからぬが，ヒタイ

　においては1252年中に戸籍が完成して身与もはじまっていることからみて，中央アジアにおける

　分与はその爺のうちか遅くとも翌年であろう。すなわち，ワッサーフは約正0葎ほど年代を誤って

　いることになる。これはカーアーンをモンケとは取らずにフビライと誤解し，その即位直後に行

　われた人口調査と分割・分与の情報をフビライ即位の直後に入れてしまった結果と考えられる。

39）　霞らが携わったであろうジュバイ＝一の報告［Juvaini：H，255－262（Byle：H，517　一　525）］

　のあるイラン，アル縛目ァ，グルジアにおける人口調査，コプチュル査定については，すでに阿

　母河等処行尚書庶事，イラン総督アルグン・アカの事績をあきらかにした本田正991：119－126が

　その過程を明瞭に述べ，Allsen：130一圭34は他地域での人口調査と比較しながら論を進めている。

　また，その方法。目的については，すでにジュバイza・一の記述を引下し狂。1で述べた。
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割・分与が行われた40）。アルグン・アカは，この後（1258年）アッラーンに進駐したフラ

グの下に出頭し報告を行い，再びグルジアに就いて「人口調査（shumara）と千人分け

（haz2ra）の仕事：［Juvaini：且，261（Boyle：且，524）〕」をおこなった。

　北川1997二79－81に拠れば，このアルグンの2度にわたる調査によりグルジアは「硬鋼

上の単位」であり，「軍徴発の単位」である9のテユメンに分けられた。

　イランのテユメンに関しては，1339－40年目ムスタウフィーによって書かれたモンゴル

時代イランの詳細な地誌『心魂の歓喜』［QN］のテユメンなる地域区分がほぼこの時の人

口調査によって設定されたものと思われ，官員が派遣された地域，アルグン・ア縄帳ら調査

を行った地方と一致する。QNからテユメンの名称だけあげよう。

　イラク・アジャム地方（「9トゥーマーンからなる」［QN：47］）［QN：47　一　74］

（1－2）イスファハーン。2テユメンtgmanayR－i　I＄fahan

（4）ガズヴィーンまたはスルターニヤ・テユメン4D

（5）コムとカーシャーン・テユメン

（6）大ロル・テユメンtgman－i　Lur－i　Buzurg

（7）小胴ル・テユメン臓maR－i　Lur－i　kgchik

（8）ハマダーン・テユメン　　（9）ヤズド・テユメン

（3）レイeテユメン

アゼルバイジャン地方（「9トゥーマーンからなる」［QN：75］）［QN：75－89］

　（1）タブリーズ・テユメン　　（2）アルダビール・テユメン

　（3）ピーシュキーン・テユメンtgman－i　Pish痘n42）

　（4）ホイ。テユメン（ウルミヤ湖の北）

　（5）サラーブ・テユメン（タブリーズとアルダビールの問）　（6）マラーガ・テユメン

　（7）マランド・テユメン　　（8）ナフチェバーン・テユメン43）

40）「このたび，諸地方の人〔1講査（shumar－i　wilayat）が終了したので，世界の帝王は，諸地方

　を全親族と兄弟たちに分配した」［∫uvaini：ll，26G（Boyle：H，523）〕。

　　これが三一6葎丙辰無（1256無）の「アム川のイスラム教徒たち（園回）の降ってきた民を，

　諸王，百官に分け与えた」［『光史』巻3，憲宗，7］の記事に対慮することは本田1991：123が

　指摘しているとおりである。アム川とはもちろん阿母指等外行尚書省の略である。

　　ジュバイニーは，アルグン・アカが人口調査に出発するに当たって，モンケはノケルn6kerと

　して，2人のアミールをアルグン・アカにつけ，また兄弟たちクビライ，フラグ，アリク・ブカ，

　ムゲMaka（トゥルイの8番目の患子）それぞれのためにノケルとして1人つつのアミールをっ

　けたことを伝えている［∫uvaini：H，255（Boyle：ll，518）西彼らはおそらく分与されることを

　前提にしたそれぞれの王家派遣の監視役であったものであろう。

41）「初めは，このトゥーマーンはガズヴィーンに帰せられていたが，後にスルタ一曲ヤが建設され，

　イランの酋都となったので，そちらの名に帰するのが適当であろう」［NQ．：55］。

　　イル・ハーン国オルジェイトゥ（在位1304－16年）によって建設されたスルターエヤについて

　は優れた専論「スルターニーヤの建設」［本田1991：343－3561がある。

42）　タブリーズの北東アーハルの町を中心とした地域。現在はミーシュキーン地方と呼ばれている。

43）　8テユメンしかあげられていない。おそらく，イスファハーンと岡じくタブリーズが2テユメ

　ンであり，書き漏らしたものであろう。
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大アルメニア地方

　　アフラート・テユメン翰

　マーザンダラーン地方（「7トゥーマーンからなる」［QN：159］）

　　（1）ジュルジャーン（グルガーン）　　（2）ムールースタークMitr“staq

　　（3）アスタラバード　　（4）アームルまたはmスタムダール　　（5）デヘスターン

　　（6）ルーガドRgghad　　（7）シヤーフ。ルスタークShiyah　Rus雛q45）

　ホラーサーン地方

　　ムスタウフィーは，ホラーサーンをそれぞれニシャプール，バルブ，メルヴ，ヘラート

　　の4大地域（rub‘）に分けているが，ヘラートだけ「9テユメンからなる」［QN：151］

　　としている46）。

　以上がバルトリドが指摘したペルシアのテユメンである。大アルメニア，ホラサーンの部

分がやや不明であるが，グルジアからヤズドまで南北につらなり，レイからマーザンダラー

ンを経て中央アジア方面に連なるテユメンが設定されたと考えてよいだろう。2テユメンが

1駅を擾うことはすでに見たが，これらのテユメンの設定と駅伝の設置とは密接な関係が

あったと考えられる。これらの分割・分与が以後どうなったのかはまったくわからない。

　雲南
　モンケ・ハーンの時代に新たに征服された地域の一つは雲南である。そこはモンゴル人に

はカラ・ジャン，チャガン・ジャンの住むところとして知られ，後理と呼ばれる王朝があった。

1253年にフビライ率いる遠征軍により征賑されて以降，1275年の雲南行省の成立までの過

程は松田（1980b）によって明らかにされている。それによれば，雲南の土着民の支配に関

しては，「クビライは国都大理に入城するやすぐさま図籍を探させ，支配のための資料の入

手をはかり」，チャガン・ジャンすなわちモソ地域をのぞき「他の大理や37部蛮（カラ・

ジャン）の地域には19の万戸およびその下の千戸・百戸が設けられ，軍事組織による支配

機構が作られた」とされる　［254　一　55］。クビライ自身は1254年には群々に引き上げている

ので，これらの鱗介は副将ウリャンハタイにより，料理国の国王段早智の協力を得て作り上

げられたものと思われる。1256年秋のモンケへの報告にはウリャンハタイは段平智をとも

44）「大アルメニアはイランに属し，人口調査に拠れば（bi－bisab）1万（yak－tnman）であり，ア

　フラート・テユメンとして知られる」［QN；100〕。

　　アフラートはヴァン湖の西岸の都布である。大アルメニアとしては西によりすぎているので，

　実際大アルメニアがどのように分割されたかは保留しておいた方がよいだろう。大アルメニア地

　方でのアルグン・アカの調査の模様は北jll　1997：8G－81にアルメニア語史料からの翻訳がある。

45）　（2）（6）（7）の位置は不明。

46）　ヘラー5の7のテユメンにアルグン・アカが番及している例があり，ムスタウフィーは9テユ

　メンの名を挙げているわけではないのだが，ヘラート，イスフィザール，フーシャンジュ，バー

　ハルズ，バドギース，ジャーム，チシュト，ハーフ，ザーワがこれにあたるとされている体田正99正：

　正47］。
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なっている［255］。

　これらの万戸以下の組織が，すでに述べてきた定住民の軍事編制区分・徴発体制であるこ

とは疑いない。南宋攻撃の一環として行われた安南征服後の今Eiのビルマの方面への征服

軍の派遣は全て雲南を補給基地として行われており，温存された段興智およびその後継者た

ちの照後理蟹の支配のもと，万戸・千戸・百戸の組織はモンゴル軍の軍事活動を支える軍戸

の設定や感応の設置などの人的・物的徴発の体制として機能したものと思われる。

　さらに，これらの万戸・千戸は1275年の雲南行省の成立前後の雲南への路・府・州・県

南の導入において，これらの中国の行政地域区分にほぼそのまま移行させられた。そのあり

様を見てみよう。

　現今の昆明，盛時の善關を中心とする地域は人口密集地帯であり，1255年4万戸に編舗

された。この4万戸を合わせて1270年大行政区画中直路が編鰯されのだが，善蘭万戸（善

關の他2っの千戸をふくむ）が路の申心すなわち大行政区画中慶路金体の行政府のある地域

としての路（これも中慶路という）となり，後の3つの万戸，鼠取万戸（他2千戸を含む），

陽城塗万戸（他2千戸をふくむ），臣船万戸（他2千戸をふくむ）はそれぞれ菖明州，晋寧

州，昆壱州となり，もともとは陽面面万戸に属していた安寧千戸は他の2つの千戸をあわせ

て安心州となっている。すなわち大行政区分中慶路は，1路（3県を含む）4州（8県を含

む）からなる。この場合万戸に属していたそれぞれ名称を持つ千戸はすべて県とされている。

　やはり人口密集地のIU後理国首都の大理地区la　1256年上下2万戸に編制されたが，1270

年含併して大理路となる。すなわち，別の千戸であった2つの府，もともと上下2万戸に属

していた千戸であった5の州を合わせた大行政区画大理路の中心となる路「大理路」となっ

ている。

　このほか万戸がそのまま路になる場合が一般的であり，多くの場合，千戸は州となってい

る。

　大理路と中慶路の間の威楚路は，1256年に設置された威楚万戸が1271年路となったもの

であり，千戸であった鎮南州と南安州，申統3年（1262年）に征服された開南州と威遠州

を合わせて大行政区画r威女話南面路」を形成した47）。

　すでに他の地域でも人口密集地と思われる地域にはいくつかのテユメンが設定されている

例は見た。イランの人！コ調査とテユメンの出現とほぼ時を同じくして現れたこれらの雲南の

万戸はテユメンと岡様な機能を持ったものと思われる。また，もともと路州県制が存在した

河北とは異なり，逆に雲南ではあくまでも人間の分割把握である万戸，千戸，百戸の区分の

上に路州繋が当てはめられた。それぞれが，おそらく機能はそのままで中国的行政地域区分

47）以上『町史』巻61，地理四，1－4，24－27；松田1980　b：258－259。これらの路，州，県の所

　在は潭其此ま編『中国歴史地図帳第7朋　元・明時期』（地図出版祇）1982，25－26参照。
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として存続していったものと思われる。またこれは河北においては定住民の徴発の体制とし

ての「万戸」「千戸」が表面に現れてこないことの一つの説明となるかもしれない。

　チベット

　圭239年，オゴタイの第2子コデンは，軍をチベットに派遣して服従を要求し，これに応

えて1244年サキャパの高僧サキャ・パンディタが甥のパスパを伴ってコデンに会うために

西涼：に向かった。1247年に会見し，それ以来サキャ・バンディタイはコデンのもとにとど

まり，チベットはサキャパの支配するコデンの所領として帝国の一部となった48）。おそらく，

サキャにいるサキャパのペンチェンdpon　chen，サキャザンポが実質的な支配を行ってい

たものであろう。

　これに対して1251年に大ハーンに即位したモンケは軍をチベットに派遣し49），同時に使

者を派遣して人口調査をおこなった。この結果，中央チベットすなわちウー・ッァンDbus

Gtsang邪思・蔵は多くのチコルkhri　skor「万区」にわけられた5。）。これが『元史』巻87，

48）サキャ・パンディタが涼州からチベッhの聖職者にモンゴルへの服従を求めてだした手紙に

　「モンゴルの王」コデンの書中がでている。それによれば，モンゴルの法に従うべきこと，サキャ

　パをダルガチに任命したこと，協力して俗人の人m調査を行うべきこと，貢納を出すことを要求

　していたことがわかる［Tucci　1949：10－12］。

　　河西のコデンおよびコデン王家については杉山1991参照。

49）圭25圭黛の即位において，モンケは「……，コリダイ三里鰐をチベット等の蒙古・梶野を統括さ

　せ，それぞれが征服に向かった」雷一助』巻3，憲宗，3］とあるコリダイは，チベット語史料

　にあるコデン家（1251年｝こはコデンは死んでいる）から派遣されたDo－be－ta’iとともに125i年

　から53黛にかけてチベットに侵入したffur－ta’iである［Szerb　1980　b：278　一　80］。

50）Szerb圭980　b：28Gは同時代史料であるパスパの1252年2月16　R付の手紙およびもう一通の手

　紙に書及されているモンケのヤルリグ［Szerb　1980　a：291－92，298－99］にきたるべき人1コ調査

　のことがふれられていること，モンゴル・セチェン・ハーンが送ったとされる使者Tamenによ

　る初めての人口調査の詳しい記述の後に，フビライが雲南遠柾に向かったことが記されているこ

　と（上述したように1253年のことである）から人O調蓋の使者を派遣したのはモンケであり，

　1252年から53年におけて調査がおこなわれ，13チコルに分けられたとする。

　　また，欝欝英・史為ee　1985　：3－6はやはりパスパの手紙を弓i用し，この戸籍調査はすでに晃

　た垂子年籍の調査と並行しておこなわれたものであるとし，13チコルはこの結果成立したものと

　する。また1253年のフどライとパスパの六富山における会見において，13チコルをフビライが

　献呈したという後世の作り話はチコルがフビライ即位（126G年）以前にすでに存在していたこと

　を間接的に示すにすぎず，その当時のクビライにはそんな錘限はなかったことをのべる。

　　これに対してPetech　1980：237はrチベットにおける土地や住民の実際の調査をともなうモン

　ゴルの人1コ謂査は1度だけしかおこなわれていない」ことを正しく指摘しながら，それを1268年

　の調査であったとする。そして，後に書かれた論文においても入口調査の詑事をすべて正268庫に

　かけている［Petech　1983：186　一　87］。これが誤りであることは，彼が上述のパスパの手紙の記述，

　初めての人鷺調査において使者に与えた大ハーンの言葉（彼が見たil一包史集』のテキストには

　抜けていたのであろうか）にまったく雷及していないことから明かである。また，沈衛榮1993：

　96は，Petech　1980を考懲してか，いくつかのチコルは1254年には出境していたが，最終的に

　「奇手蔵13万薄」が確定するのは1268年の調査によるとする。モンゴルの政権，特にモンケのそ

　れは，正0黛以上もかけて正3ほどのテユメンを設定していくほど悠長な政権ではない。
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14－15の鳥思・蔵・納里速古魯孫（西チベットを指すガリコルスムMnga－ris　skor－gsum）

等3路宣慰使所轄の11の万戸と1の千戸，後世のチベット語史料のウー・ツァン13チコル

「鳥三蔵三3万戸」である51）。

　これらのチコルの基本的ユニットは，hor－bud「モンゴルの煙」（かまどを指すものか？）

とよばれる「戸」である。この戸は，「家（khang－sa）」を支える6柱（土地，夫，妻，子

供たち，男女の奉公人）と耕作のための家畜からなるとされる。すなわち一般的定佳農民の

戸である。そして25戸を大戸，2大戸すなわち50hor－budを馬頭（rta－mgo），2馬頭を

ギヤコルbrgya－skor百区，10ギヤコルをドンコルsdong－skor千区，10ドンコルをチコル

とした［『弓蔵史集』165；Tucci　l949：14；Petech　1980：234］。チコルにはチペンkhri－

dpon「万（区）長」がおかれ，これが言訳の任命された役職としての万戸である。出帆に

は千戸の役職も見られる。また，チコルごとの戸数の記録も詳細に残されているのだが

［「漢蔵史集』186－87；Tucci　l949：251－52］，これらの記録は「zam・klu　guR－MiR　dben－

hu　3路軍民万戸」とよばれたサキャパのペンチェン，サキャザンポのもとにあった巻物に

記録されていたという。おそらく彼の協力のもとに調査はおこなわれ，彼の支配がひき続き

おこなわれたものと考えられよう。

　別の記録には，チコルは4，000が皇院に所属する農民，6，000が俗人貴族に所属する農民

からなるという。チコルが設定されているところは有名な仏教諸派の大寺院の飯在地と一致

していることから［佐藤1963：93］，原則としての数字に過ぎないけれどもチベット社会の

有り様がチコルに反映しているように思う。

　さらに我々にとって興味深いのは，この時の人口調査で扇面すなわちヤムが設けられてい

ることである。使者Tamenは，サキャから中国辺境まで27のヤムを設け，これらのヤム

にチコルを割り当てたとある52）。

　また，出自英・史治民1985：5－6によれば，この人口調査の後に，もちろんモンケに

よって，中央チベットの分割・分与がおこなわれた。

51）元史の万戸・千戸のほとんどが13チコルに当たることは佐藤1963：90　一　93を参照。ただ，対

　慈がないとされたディグンHbri　gun・チ＝ルは迷見軍万戸（これが3630戸を擁するディグンパ

　である）に，鳥山蔵田地裏門罠万戸はラサではなくサキャを中心とする地域にあたる。元史のタ

　クロンStag沁R思苔罐刺万戸（500芦）はやムドクにあり，対応のないとされるヤムドク・チコ

　ルにあたるものかもしれない。同じく元史の湯ト赤八千戸は，元史の方が正しく万一ではなく，

　ヤルルンのThan　po　che　pa（15G声）にあたるが，なぜか後世にはチコルとされたらしい。また

　元史で別々に加増瓦万戸，事由瓦万戸とされているのが，これもなぜかGgya　maとBya　yuに二

　っで585G戸のチコルとされている［『漢蔵史前』185－88；Tucci　1949：252］。13という数にこだ

　わる必要はないであろう。これらの万戸，千戸の所在は『中国歴史地図帳』第7朋，36－37参照。

52）チベットのヤムhjamと27駅の名称は『漢蔵回集』168－169，185一正88；Tucci　1949：12－13；

　Szerb王98G　b：270参照。　Tucciはチコルとヤムは無関係であるかのごとくに書き，　Szerbはその

　矛盾を指摘している。
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　モンケとその兄弟たちフビライ，フラグ，アリクブカおよびコデン（おそらくコデン家の

彼の後継者）とチベット仏教の教灘主との間にむすばれた「施主・帰依処関鮒といわれる

ものが1250年代の半ばには（モンケは1259年に死んでいるので当たり前の話であるが）成

立していたと従来いわれてきた。実はその関係は，チコルがいくつかつつモンケ以下のモン

ゴル王侯の間で分割されたことをチベット側から表現したに過ぎないのもである。チコルが

特定の教団の寺院・僧院を含んでいたことはすでに見た。コデン家は以前からチベットに権

益を持っていたから分与は当然であり，モンケの弟たちはヒタイ，イランにおいてみたよう

にモンケが真っ先に分与をおこなう対象である。おそらく分割後送り込まれたダルガが，新

たに設置されたヤムを通じて人的・物的な徴発をおこなったものと思われ，チベゆト仏教諸

派気団教主たちの加持・祈薦などの宗教的行事の提供もその徴用の一環であり，彼らはそれ

を通してモンゴル王族と結びついていったものであろう53）。

　eシア

　ルーシ諸公国は，オゴタイ時代にジュチ家のバトゥを中心に，トゥルイ家のモンケ，オゴ

タイ家のグユクなどの各王家三三諸王による合同遠征軍によって征服された。1241年大

ハーン・オゴタイが遠征途中でなくなると，キプチャク草原に居座ったバトゥはジュチ家諸

王の率いる遊牧昆軍団からなる強大なジュチ・ウルスを形成し，ルーシ諸公国はその強い影

響下にあったものと思われる。けれども，そこは各王家の共有する外地属領と位置づけられ

ていたはずである。

　1253年2月，モンケは確かに「オロス（幹羅思）の戸口を調査・登録（括する）ために

ビチクチ・ベルケ必閣・瑚児嵜を派遣した」［『元史』巻3，憲宗，4］。しかし，実際にn

シアの諸年代記に書き残された人口調査は1257年にはじまり，1259年まで続けられている。

すでに見た地域の中でもっとも遅れたのはなぜだろうか。

　おそらくバトゥが自らの支配するルーシに手を付けられるのに反対していたからであろう。

アルグン。アカも「モンケの旧事」でバトゥを訪れている。ジュチ家はグルジア，アルメニ

ア方面に大きな権益を持っていたらしく，アルグン・アカは，イランの人口調査に先立ちそ

の調整にいったといわれるが，バトゥとの話にはルーシの人襲調査の交渉も入っていたであ

ろう。1256年バトゥが死んでモンケの宮廷にいたサルタク，その息子ウラガチが次々とモ

ンケによりジュチ・ウルスのハーンにたてられるが，二人ともすぐに死んだので遅くとも

1258年にはバトゥの弟ベルケが即位する。幼いウラガチが即位した頃から，人口調査は本

53）　モンゴル蒔代の「二二・帰依処関係」（yon　mchod）については，中村1997：13G－37参照。

　異体的な関係については，Szerb　1980　b：265　一　66；Petech　1983：i82－83参照。　Petechは「この

　（セクトの）分配の一つの可能な解釈は，モンケは征服された中国にみられる分封領の制度をチ

　ベットに導入しようとしてしていたということである」と述べているが，彼はその前提になるは

　ずの人口調査を正0年以上も後に設定しているのであるから滑稽である。
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格的に全ルーシ諸公国に対しておこなわれたのである。

　この人口調査（畷C涯。「数」）は，ロシアに対するモンゴルの過酷な徴税の始まりとして

知られ，特によく知られているのは1259年のノブゴロドでの人難調査である。アレクサン

ドル・ネフスキーの派遣した軍隊の護衛によっておこなわれ，調査者たちは，通りを馬上か

らキリスト教徒たちの家の数を記録していった［Allsen　1981：49］。

　人口調査は，人民を「十」（XieCfiTOK），「百」（ccrrHff），「千」（TblCfiqa），「万」（TBMa）

に分けていくものであった［Allsen　1981：51－52］。もちろんティマTbMaはテユメンの訳

であり，点語は同じ語源であろうが，ティマはすでにロシア語に入っていた言葉である。

　Vernadsky　1953：217－19は，後世の文書からではあるが，東ロシアは27のティマに，

西ロシアは16のティマに分けられ，合計43のティマが存在したと推定している。たとえば

ウラジーミル大公国は15のティマから，リャザン大公国は少なくとも2ティマ，ニズニ・

ノブゴロドは5っのティマからなっていたという。また，これらの公国はティマの数に応じ

て税を納めていたと述べる。ただ，彼が1ティマが1万人の兵を出す単位としているのはも

ちろん誤りである。

　このティマ体制の上に，AaHbとよばれる銀納のコプチュルが科せられ，ヤムの負担を含

む夫役が金ルーシ諸公国に科せられたことはいうまでもない［Allsen　l981：51］。しかし，

諸王家への分割分与はなかったと思われる。おそらく1259年のモンケの死がそれを不可能

にし，以後ルーシ諸公国はジュチ・ウルスすなわちキプチャク・ハーン国のオルドの支配の

もとにあった。1257－9年の人口調査によって完成したティマの体制は，ジュチ・ウルスの

外地属領徴発縞鋼としてのみ機能していったものであろう。

　ティマ体制と公国支配の関係は明らかではない。しかし，vasary（1976）のキプチャ

ク・ハーン国のダルガの二二によれば，1379年の府主教ミカエル宛のヤルリグには「公

領地（BOBoorlrb）のダルかたち」という表現が現れ，1354年2月11日の府主教アレク

セイへのヤルリグの　「テユメン・ダルかたちtUman　darughalari」　は　「公領地長窟たち

（BonoeTenx）」と訳されている　［189－190］。テユメンと公領地が同一視され，そこにはダ

ルガがおかれていた。

　さらに，クリミヤについては，1382年のトクタミシュ（在位1378／79－97年）のタルハ

ン・ヤルりグにおいては「クリミヤ・テユメンのクトゥル・ブカを頭とするダルガ・ベグた

ちへQ？rim　tUm註nining　Qutiu　Bugha　bashligh　darugha　bekleringejという表現があ

り，クりミヤ・ハーン国時代のハジ・ギレイの1453年のヤルリグには「クリミア・テユ

メンを支配するエミネクを頭とするダルガ・ベグたちへQirim　tUmanini　bilgen　Eminek

bashligh　darugha　bekleringe」という表現がある。また同時代のヤルリグには，「内の都

市のダルガ・ベグたちichiki　shehr　darugha　beglerij「内の三々のダルガ・ベグたちichiki

kentlerining　darugha　beglerijという言葉もあり，「テユメンのダルかたち」とはこれら

のダルかたち全体を指すものであったかも知れない［188－9；本稿注12］。
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　少なくともクリミヤ・ハーン困においては，15世紀まではテユメンが大地域行政区分と

して存在し，ダルかたちがおかれていたのである。中央アジアのテユメンにダルガがおかれ

ていたことはすでに見た。

お　わ　り　に

　1章において，中央アジアの地域区分テユメンは，モンゴル時代13世紀の半ばにモンゴ

ル人が持ち込んだ定住民徴発制度にその起源を持つものであることを見た。H章においては，

モンゴル人の十進法的軍隊絶壁とそれが人口調査により徴発の体制として定佐毘に当てはめ

られたこと，そういった人口調査および徴発体制は，すでに1230年代の半ばに，ヒタイす

なわち河北において（確証はないが中央アジアにおいても）完成した姿を取っていたこと，

そして1251奪に即位した大ハーン・モンケによってその体鋼はおそらく帝国全土に適用さ

れ，各地域において人口調査がおこなわれ十進法的軍隊編鰯が定住民に当てはめられ，テユ

メン以下の設定がなされ，新たな征服遠征のためにコプチュル，駅伝その他の徴発がはじ

まったことをみた。イランのテユメン，雲南の万戸，チベットのチコル，ロシアのティマは

全て中央アジアのテユメンとほぼ岡時期に発生し，同じくモンゴルの徴発体制としての人の

区分であると同時に地域行政区分としての機能を持つものであった。また，少なくとも中央

アジアにおいては，その機能を失った後も地域区分名称として19世紀まで存続していたの

である。

　言い残したことは，バーブルがのべるカーブル周辺のテユメンの起源であるが，筆者はそ

れらも13世紀の半ばモンケの時代に設定されたものと考えている。しかし，論証はモンゴ

ル帝国のインド・カシミール地域への解悟・征服についての別種の考察を必要とし，別稿に

て論じたい。

　以上，すでに常識となっている事実の乱暴な提示を含む粗雑な素描となってしまったこと

は十分に承知している。各専門家のご教示を得て修正していきたいと思う。

　［付　　記3

　論文作成の過程において，松田孝一，森田憲司，杉山正明氏との議論の機会を持つことができた。断

てを論文に取り入れることはできなかったが，モンゴル帝国時代のさまざまな現象について多くのこと

を学んだ。特に松田氏にはオルセンの書をはじめ多くの文献をご教示いただいたのみならず拝借させて

もいただいた。詔述の誤り，表現の稚拙の責任は全て筆者にあることはいうまでもないが，ここに記し

て謝意を表することとする。
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